
農林水産業
～食や暮らしと地域経済を支える農林水産業～

311	 農林水産業のイノベーション
　　　の促進
312	 農業の振興
313	 林業の振興と森林づくり
314	 水産業の振興

政策

Ⅲー1

施　
策
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施　
策

強じんで多様な産業
～地域に活力と雇用を生み出す産業構造への転換～

321	 三重の強みを生かした事業環境の
　　　整備と企業誘致の推進
322	 ものづくり三重の推進
323	 地域の価値と魅力を生かした
　　　産業の振興
324	 中小企業の技術力向上支援と
　　　科学技術の振興
325	 新しいエネルギー社会の構築

政策

Ⅲー2

雇用の確保
～誰もが働ける社会～

331	 雇用への支援と職業能力開発
332	 働き続けることができる環境
　　　づくり

政策

Ⅲー3

施　
策
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農林水産業
～食や暮らしと地域経済を支える農林水産業～

世界に開かれた三重
～観光産業の振興と国際戦略の展開～

341	 ��三重県営業本部の展開
342	 観光産業の振興
343	 国際戦略の推進

政策

Ⅲー4

施　
策

施　
策

	安心と活力を生み出す基盤
～県民の生活や経済活動を支える基盤の整備～

351	 道路網・港湾整備の推進
352	 公共交通網の整備
353	 快適な住まいまちづくり
354	 水資源の確保と土地の
　　　計画的な利用

政策

Ⅲー5
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　豊かで健全な食生活への志向が広がる中で、多様化する期待に応える新たな
価値が農林水産業や食品関連産業等に関わるさまざまな主体から積極的に提案
され、地域資源の特徴を生かした競争力ある産品等が提供されることにより、
県民の皆さんの豊かな暮らしや「もうかる農林水産業」につながっています。

　国内外に誇れる県産品を積極的に売り込む営業活動の強化に対応して、新商品が
活発に生まれる開発環境を整えるとともに、それを支える農林水産業のものづくり
風土を形成し、農林水産業のイノベーションを促すことにより、「もうかる農林水産
業」への発展をめざします。

県民の
皆さんと
めざす姿

■  経済のグローバル化や長期化するデフレ、国内市場規模の縮小など、農林水産業や食品関
連、木材産業等を取り巻く厳しい経営環境に対応していくため、農林水産物をはじめとす
る地域資源の高付加価値化による商品開発や市場開拓等の取組が求められています。

■ 食育や地産地消運動、三重ブランド等による地域資源の高付加価値化の支援や情報発信の
強化等を通じて農林水産業者や食品産業事業者等による成功事例も生まれてきています。
今後、「もうかる農林水産業」に向けさらなる取組拡大を図っていくためには、事業者連携
の促進や成功ノウハウの共有、中小事業者が多く大ロット供給が難しい等本県の実情をふ
まえた情報発信力の強化が課題です。

■ 魅力ある県産品等が数多く生まれるための風土づくりや、農林水産業の新しい価値創出と
その「見える化」による県民の皆さんと農林水産業の支え合う関係づくりなど、「もうかる
農林水産業」につなげる取組の強化も必要です。

■  県産品が広く認知され、競争力を強化できるよう、食に関わる先端技術や新事業展開な
どの面でサポートできる産学官ネットワーク等による「みえフードイノベーション注）１」を
創出する中で、健康など多様なニーズに対応する商品の開発や三重ブランドをはじめと
する県産品の認知度向上に取り組むなど、「もうかる農林水産業」に向けた展開を加速し
ます。

■ 農畜産業、林業、水産業に係る技術開発・移転を通じて、農林水産業者、食品産業や木
材産業事業者等による県民の皆さんの多様化する期待に応える新たな商品やサービスの
提供に向けた取組を支援するとともに、森林の効率的な育成と森林資源の利用拡大、海
の再生力の活用等による海洋環境の再生などを促進します。

■ 企業等との連携により、食育や環境貢献、障がい者雇用など新たな取組や価値の「見える
化」を進めるなど、消費者と農林水産業との支え合う関係づくりに取り組みます。

施策 311 農林水産業のイノベー
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県産品に対する消
費者満足度

県産の農林水産物等に対して、満足し
ていると回答した県内消費者の割合

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

25.2％ 40.0％
県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

政策　Ⅲ－１　農林水産業

ションの促進

　本県がこれまで取り組んできた食育や地産地消運動、
三重ブランドをはじめとする取組の戦略的な発展と商品
等の研究開発を強化する中で、地域の資源や特徴を生
かして新たなビジネスに取り組む農林水産業者や事業者、
地域が増加するとともに、新たな市場の開拓や環境など
社会の成熟化に伴うさまざまな期待に対応した取組が増
加しています。

主担当部局：農林水産部

平成 27年度末での到達目標

31101
新たなビジネス創出に向けた基
盤づくり	
（主担当：農林水産部フードイノベーション課）

　「みえフードイノベーション」の形成等を通
じて、農林水産資源の高付加価値化やブラン
ド化に取り組む事業者の増加をめざします。

農林水産資源を高
付加価値化するプ
ロジェクトの創出
数（累計）

－ 25 件

企業等との連携により農
林水産資源を高付加価値
化するみえフードイノ
ベーション・プロジェク
ト等の創出数

31102
農畜産技術の研究開発と移転
	 （主担当：農林水産部農業戦略課）
　農畜産技術の研究開発と移転を通じて、農
業者や食品産業事業者等による新たな商品や
サービスの創出を促進します。

農畜産技術の開発
成果が活用された
商品等の数（累計）

－ 100 件

農業研究所および畜産研
究所が取り組む研究開発
から生み出された成果の
うち、次の①②のいずれ
かに該当する技術が活用
された農業者等の商品や
サービス等の件数
　①開発技術
　② 県が開発した特許・

品種等

31103	
林業・森林づくりを支える技術
の開発と移転
	 （主担当：農林水産部森林・林業経営課）
　林業・森林づくりを支える技術の開発と移
転を通じて、森林の効率的育成や資源の利用
拡大、新たな商品の創出、森林の持つ公益的
機能の高度発揮等を促進します。

林業の研究成果が
活用された商品お
よ び 技 術 の 数（ 累
計）

－ 20 件
森林・林業に関する研究
成果のうち、事業者等に
活用された商品や技術の
件数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

「みえ地物一番」のキャンペーン
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県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

施策 311

31104
水産技術の研究開発と移転

（主担当：農林水産部水産資源課）
　先進的な技術の研究開発や食品産業事業者
等との連携、海の再生力の活用等を通じて、
新たな商品開発、海洋環境の再生等を促進し
ます。

水産技術の開発成
果が活用された商
品等の数（累計）

－ 35 件

水産研究所が取り組む研
究開発から生み出された
成果のうち、次の①②の
いずれかに該当する技術
が活用された漁業者等の
商品やサービス等の件数
　①開発技術
　② 県が開発した特許・

品種等

31105
県民の皆さんと農林水産業の支
え合う関係づくり
	（主担当：農林水産部フードイノベーション課）
　新たな価値を伝える「見える化」の取組を進
め、県民の皆さんの県産品に対する満足度の
増加をめざします。

企業との連携による
食育等のＰＲ回数 － ８回

企業との連携によるイベ
ント等を通じて食育等の
ＰＲを行った回数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

注）１　 みえフードイノベーション：農林水産資源を活用し、生産者や食品産業事業者、ものづくり企業等の多様な業種や、大学、研究機関、市町、
県などの産学官のさまざまな主体の知恵や技術を結集し融合することで、地域が抱える課題を解決し、新たな商品やサービスを革新的
に生み出す仕組みのこと。

三重ブランドアカデミー「売れる商品づくりのヒント集！」から抜粋

“売れる”商品づくりのためのチェックリスト
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大局から時代をみる「三重県経営戦略会議」
　県では、県政における政策課題に関し、知事が専門的かつ総合的な知見を有する方と意
見交換を行うため、「三重県経営戦略会議」を設置しています。「みえ県民力ビジョン」の策
定にあたり、同会議の委員の皆さんからは、「今は、第三の分水嶺

れい
とも言うべき大きな変革期」

（奥田委員）など、時代認識や今後の社会展望などに関する貴重なご意見をいただきました。
　

シリーズ・コラム   6

ＮＥＸＴ
155ページへ
どうぞ

氏名（50 音順） 所属・役職等
奥田 碩 トヨタ自動車株式会社　相談役
加藤 秀樹 構想日本　代表
小西 砂千夫 関西学院大学大学院　教授
白波瀬 佐和子 東京大学大学院　教授
田中 里沙 株式会社宣伝会議　取締役編集室長
津谷 典子 慶應義塾大学　教授
西村 訓弘 三重大学大学院　教授
速水 亨 速水林業　代表
増田 寛也 元岩手県知事

株式会社野村総合研究所顧問
宮﨑 由至 株式会社宮﨑本店　代表取締役社長

三重県経営戦略会議　委員　（敬称略、所属・役職は平成 23 年度時点）

三重県経営戦略会議



　農業者をはじめ食に関わるさまざまな主体の自主的な活動が継続的に営まれ
る中で、消費者の多様化する期待に応えた安全で安心な農産物が生産され、県
民の皆さんに安定的に供給されることにより、三重県の食料自給力が高まって
います。

　需要に応じた作目・品種・栽培方式の選択、消費者ニーズに応えうる品質の確保
や６次産業化注）2 による収益力向上のための取組等の定着を図ります。また、職業と
しての農業への関心の高まりなどに応えて、意欲と経営感覚にあふれた農業者の育
成や新たな参入の促進、地域の創意工夫を重視した「地域活性化プラン注）3」への支援
などに取り組みます。

県民の
皆さんと
めざす姿

■  従事者の高齢化や担い手不足、グローバル化や農産物価格の低迷等による農業の活力低下
が懸念される中、「三重県食を担う農業及び農村の活性化に関する条例」に基づき、消費者
等に支持される安全で価値の高い農産物を安定的に供給できる体制の整備が求められてい
ます。

■ 農業者が十分な所得を確保していくためには、経営の高度化や多角化、農商工の連携、技
術革新など「作る農業」から「売れる農業」への転換を進め、「もうかる農業」につなげていく
必要があります。

■ 耕地に占める水田の割合が高い本県では、国の食料政策に的確に対応しつつ、集落等を単
位とした効率的な水田の利用体制を構築していくことが求められています。

■ 「もうかる農業」をめざす上で、農地や農業用施設の整備が十分でない地域があること、整
備済みの基幹水利施設注）1 等でも老朽化が進んでいることなどが懸念材料となっています。

■  食料自給力の強化に向け、国の食料政策等を効果的に活用して、需要に応じた米の生産
や食品産業事業者等のニーズをふまえた麦、大豆、新規需要米等の生産拡大を進めます。

■ 消費者の多様化するニーズに的確に対応していくため、特色ある品種や生産技術を生か
して、野菜、果実、茶、花き花木等園芸作物の戦略的な産地育成等に取り組みます。

■ 畜産経営の安定に向けて、品質向上や低コスト生産、耕畜連携による自給飼料生産、家
畜伝染病に係る防疫衛生体制の強化等に取り組みます。また、産地力の強化に向けて肥
育素牛の県内生産システムの構築、基幹食肉処理施設注）4 の機能充実と必要な施設整備の
検討を進めます。

■ 普及活動の展開や農業団体等との連携を図る中で、地域の創意工夫を重視した「地域活性
化プラン」の策定・実践への支援、水田を中心とした土地利用調整ルールづくりや集落営
農組織等の設立・法人化を促進します。また、個人や企業等の新たな参入拡大、農業者
の経営発展、女性・高齢者等の活発な活動のための環境づくりや障がい者参画の促進等
に取り組みます。

■ 営農の高度化、効率化のための生産基盤整備や老朽化が進む農業用施設のライフサイク
ルコスト注）5 軽減、優良農地の確保に取り組むことにより、農業生産力の強化を図ります。

施策 312 農業の振興
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食料自給率（カロ
リーベース）

県民の皆さんが食料として消費する
農水産物のうち県内農水産物により
供給が可能な割合

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

42％
（21年度）

46％
（26年度）

県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

政策　Ⅲ－１　農林水産業

　「作る農業」から「売れる農業」、さらには「もうかる農
業」への発展をめざす取組を促進することとあわせて、
安全で安心な農産物が安定的に供給される生産から流通
に至る体制が構築されるとともに、意欲ある農業者が経
営の発展に取り組める環境が整備されることなどにより、
消費者の期待に的確に対応した県産農産物の供給や県農
業を中心となって支える農業経営体が増加しています。

主担当部局：農林水産部

平成 27年度末での到達目標

31201
水田農業の推進	

（主担当：農林水産部農畜産課）
　需要に応じた米の生産と食品産業事業者等
のニーズをふまえた麦・大豆等の生産拡大を
進め、水田の有効活用を図ります。

水田利用率 93.4％ 96.0％ 水田面積における作付面
積の割合

31202
園芸等産地形成の促進
	 （主担当：農林水産部農畜産課）
　マーケットへの的確な対応や農産物直売所
等多様な流通に対応できる戦略的な産地の育
成、生鮮食料品の安定的・効率的な供給に向
けた卸売市場運営を図ります。

新たな視点の産地
展開に挑戦する園
芸 等 産 地 増 加 数

（累計）

－ 20 産地

契約栽培や消費地での直
接販売、産地単位での６次
産業化など、新たな視点を
取り入れた産地展開に取
り組む園芸等産地の数

31203	
畜産業の健全な発展	 	
	 （主担当：農林水産部農畜産課）
　飼料自給率向上、畜産物の高付加価値化や
ブランド化、基幹食肉処理施設の機能充実と
必要な施設整備の検討、防疫体制強化等を図
ります。

近隣府県の畜産産
出額に占める割合

13.7％
（22 年度）

14.1％
（26 年度）

近隣府県（岐阜県、愛知
県、三重県、滋賀県、京
都府、大阪府、兵庫県、
奈良県、和歌山県の２府
７県）の畜産物の産出額
に占める本県の割合

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

フードチェーンを意識して取り組まれる三重の麦づくり
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県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

施策 312

31204
多様な農業経営体の確保・育成

（主担当：農林水産部担い手育成課）
　普及活動の展開や農業団体等と連携する中で、
農業経営の発展、新規就農希望者や農業参入企
業等新たな経営体の育成・確保、「地域活性化
プラン」の策定・実践への支援に取り組みます。

農業経営体数（認
定農業者注）6、集落
営農組織等）

2,346
経営体

2,610
経営体

積極的に経営改善や規模
拡大を図ろうとする農業
経営体の数

31205
農業生産基盤の整備・保全
	 （主担当：農林水産部農業基盤整備課）
　農業生産基盤の整備や農業用施設の機能維持
を進めるとともに、優良な農地の維持・保全の
取組を進め、農業生産力の強化を図ります。

基盤整備済み農地
における担い手へ
の集積率

33.4％ 50.0％
パイプライン化など高度
な基盤整備を実施した地
域における認定農業者等
への農地集積率

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

注）1　基幹水利施設：農業用ダム、頭首工、揚水機場、幹線水路等の基幹的な農業水利施設。
注）2　 ６次産業化：１次産業が、加工（２次産業）や流通販売（３次産業）などを自己の経営に取り入れたり産業間の連携を図ったりすることに

より業務展開している経営形態をあらわす言葉。
注）3　地域活性化プラン：134 ページをご覧ください。 
注）4　基幹食肉処理施設：県内の主要と畜場である四日市市食肉センターおよび松阪食肉公社食肉流通センターのこと。
注）5　ライフサイクルコスト：施設等を企画・設計・建築し、維持管理して、最後に解体・廃棄するまでの施設等の全生涯に要する費用の総額。
注）6　 認定農業者：農業経営基盤強化促進法に基づき、効率的で安定した経営をめざす農業経営改善計画を作成し、市町村長の認定を受けた

農業者。
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三重の農産物産地マップ

県農林水産部作成
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　県産材の需要が拡大し、活発で持続的な林業が展開されるとともに、県民の
皆さんによる、さまざまな形での森林づくりへの参画により、森林の再生が進
んでいます。

　木質バイオマスのエネルギー利用など、新たな用途での需要開拓に取り組むとと
もに、これまで森林内に放置していた間伐材の利用を進めます。また、社会全体で
森林を支えるため、森林づくりのための税の検討、環境林の整備手法の見直しなど、
県民の皆さんがさまざまな形で森林づくりに参画できる仕組みづくりを進めます。

県民の
皆さんと
めざす姿

■  県産材需要の大半を占める住宅の着工戸数が大幅に増加することが期待できない中で、再
生可能エネルギー特別措置法の成立などにより、木質バイオマスのエネルギー利用に対す
る期待が高まっており、県産材の新たな用途の開拓が求められています。

■ 手入れの不足した森林や、放置された里山や竹林においては、山崩れの防止や生物の多様
性の保全など森林の持つ公益的機能が低下しているため、間伐等の手入れが必要となって
います。

■ 森林資源は利用の段階を迎えていますが、その多くが活用されていないため、間伐材を搬
出し、利用することが求められています。

■ 事業体の経営基盤が脆弱であり、機械化等が遅れているため、施業の集約化、路網の整備
などを進める人材を育成することが求められています。

■ 地球温暖化問題の進行や生物多様性への関心の高まり、豪雨災害の多発などにより、森林
の持つ公益的機能への社会的要請が高まっており、森林を県民共有の財産として守るため、
森林環境教育やさまざまな主体の森林づくりへの参画が求められています。

■  品質や性能の明確な製材品の生産拡大、大消費地等での販路開拓や公共建築物への利用
促進等により、県産材の需要拡大を図るとともに、合板や、発電・熱利用への木質バイ
オマスの利用など新たな用途での需要拡大に取り組みます。

■ 森林経営計画の推進や森林施業の集約化、路網等の基盤整備、流通の合理化、需要に応
じた供給体制の構築等に取り組み、森林の整備と間伐材の利用を進めます。

■ 低コスト作業システムを実践するための林業従事者を育成します。また、林業事業体（森
林組合、素材生産業者等）の経営基盤の強化を図るとともに、建設業等異業種の林業への
参入を促進します。

■ 環境林の整備については、所有者の意向や現地の状況調査などにより整備手法の見直し
を行うとともに、放置された里山や竹林の整備を進めます。

■ 森林を支える仕組みの一つとして、森林づくりのための税の検討を進めるとともに、企業
やボランティアなどのさまざまな主体が森林づくりに参画しやすい環境整備を進めます。

■ 知識や技能を持った県民の皆さんの協力のもと、森林環境教育や森林文化に親しむ機会
の提供を進めます。

施策 313 林業の振興と森林づくり

現
状
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県産材（スギ・ヒノ
キ）素材生産量

県内で生産されるスギ・ヒノキの供
給量

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

239 千㎥
（22年度）

402千㎥
県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

政策　Ⅲ－１　農林水産業

　建築用材だけでなく、エネルギー源など新たな用途での利用が進み、木材生産量が増加して
います。また、森林環境教育や森林に親しむ機会の提供に加え、県民の皆さんや企業、ボランティ
ア等が森林づくりに参画しやすい環境整備が進み、さまざまな主体による森林づくり活動が活
発に行われるとともに、間伐等の森林整備が進み、森林の適正な管理が進んでいます。

主担当部局：農林水産部

平成 27年度末での到達目標

31301
県産材の利用の促進	

（主担当：農林水産部森林・林業経営課）
　「三重の木」認証材や「あかね材」認証材をは
じめとする県産材の需要拡大を図るとともに、
木質バイオマスのエネルギー利用や合板への
利用などを進めます。

「三重の木」認証材
等出荷量

24,629㎥
(22 年度 )

50,000㎥
県産丸太を用いた「ＪＡ
Ｓ製材品」、「三重の木」
認証材および「あかね材」
認証材の出荷量

31302
持続可能な林業生産活動の推進
	 （主担当：農林水産部森林・林業経営課）
　森林経営計画等に基づき、持続可能な林業
生産活動等を推進します。

施業集約化団地面
積（累計）

5,192ha
（22 年度）

50,000ha 森林経営計画により施業
の集約化を図るために団
地化された森林面積

31303	
林業・木材産業の担い手の育成	 	
	 （主担当：農林水産部森林・林業経営課）
　林業就業者のキャリア形成への支援を行い、
担い手を育成します。また、建設業等異業種
の林業への参入を促進します。

新規林業就業者数
38 人

（22 年度）
40 人 林業事業体（森林組合、

素材生産業者等）への新
規就業者数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

31304
森林の適正な管理と公益的な機
能の発揮
	 （主担当：農林水産部森林・林業経営課）
　間伐等の森林整備を行うなど適正な森林管
理を進めます。

間伐実施面積
（累計） － 36,000ha

県内の民有林で行われ
る計画期間中の間伐実
施面積
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県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

施策 313

31305
森林づくりへの県民参画の推進

（主担当：農林水産部みどり共生推進課）
　県民の皆さんや企業、ボランティアなどの
森林づくりへの参画を進めます。

森林づくり参加者数
24,241 人

（22 年度）
30,000 人

森林づくりに関する活動
や催しへの、県民の皆さ
ん、ＮＰＯ、企業などさ
まざまな主体の年間参加
者数

31306
森林文化および森林環境教育の
振興
	 （主担当：農林水産部みどり共生推進課）
　森林環境教育や森林文化に親しむ機会の提
供を進めます。

森林文化・森林環
境教育の活動回数

1,489 回
（22 年度）

2,000 回 県のデータベースに登録
された指導者の１年間の
延べ活動回数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明
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シリーズ・コラム 7

ＮＥＸＴ
169ページへ
どうぞ

県議会と議論を重ねて策定した「みえ県民力ビジョン」
　「みえ県民力ビジョン」の策定にあたっては、
県民の代表である県議会と議論を重ねてきま
した。特に中間案や最終案については、県議会
から知事へ申入書をいただくなど、多くのご意
見をいただきました。県では、県議会のご意
見を真摯に受け止め、ビジョンに反映しました。

県議会議長から知事への申し入れ



　県内産の魚介類などを安定的に供給できる希望ある水産業・漁村が実現され、
県民の皆さんは豊かな水産物等をとおして水産県であることのすばらしさを実
感しています。

　「三重県水産業・漁村振興指針」に基づき、水産業・漁村のめざす姿を県民の皆さ
んや関係団体等と共有するとともに、県民の皆さんが期待する水産物などを安定的
に供給できる希望ある水産業・漁村が実現されるよう、資源管理の実施による収益
性の向上や６次産業化注）2 等による付加価値向上などを図ります。

県民の
皆さんと
めざす姿

■  水産資源・漁業生産の減少、漁業者の高齢化と急速な減少および水産物消費の低迷など、
水産業・漁村を取り巻く状況が厳しさを増しています。

■ 東日本大震災で被害を受けた県内の水産業を復興するとともに、近い将来に発生の可能性
が指摘される大型地震による大規模災害への備えが重要となっています。

■ 漁業協同組合（漁協）が水産業振興の中核的な役割を果たせるよう、引き続き県１漁協注）1 に
向けて漁業協同組合連合会（漁連）等と連携して合併促進の取組を進める必要があります。

■ 漁場の環境保全、資源管理および水産物の付加価値向上への取組等を進めるとともに、県
民の皆さんが県内産の魚介類を購入しやすくなる地域内流通の仕組みの充実を図る必要が
あります。

■ 東日本大震災をふまえた安全・安心な漁村づくりの必要性が高まっていることや、荒天時
に係留・陸揚げができる岸壁が不足していることなどから、漁港の整備をさらに進める必
要があります。

■  東日本大震災などの教訓を生かし、災害に強く生産性の高い水産業を構築するため、漁
業者自らが経営力を持ち、高い付加価値を生み出す産業をめざし、「地域水産業・漁村振
興計画注）3」の策定・実現を支援するとともに、水産業・漁村を総合的にコーディネート
できる組織としての県１漁協の実現を促進します。

■ 資源管理の徹底等により、持続的な生産が可能な水産業の確立を図るとともに、密漁者
に対する監視・取締りの強化に努めます。また、消費者視点の水産物の提供や情報の発信、
安全・安心への取組を進めるなど、県民の皆さんが期待する水産物を安定的に供給する
体制づくりを進めます。

■ 生産者・食品産業事業者・行政等が連携して「みえフードイノベーション注）4」を創出する
中で、地域特有の水産資源を活用し、消費者ニーズに対応する商品を開発・提供する取
組を進めます。

■ 消費者ニーズに対応した養殖技術の開発と普及に取り組み、地域特性に応じた養殖水産
物の高品質化などを推進します。また、三重の真珠の復活をめざし、技術開発を進める
とともに、生産者が取り組む再生への取組を支援します。

■ 持続的な生産を支える水産基盤の整備や津波への対応など住民が安心して快適に生活で
きる漁村の整備を進めます。また、環境にやさしい水産業への取組を進め、藻場・干潟
の再生・保全など海の環境浄化機能を最大限発揮させることで、美しく豊かな海を維持し、
魚介類の生育環境の改善を進めます。

■ 内水面資源の維持・増大をめざし、アユ等の種苗放流や外来魚の駆除対策等を進めると
ともに、魚道整備などの魚類等の生育に適した環境づくりを推進します。

施策 314 水産業の振興
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主要魚種生産額の
全国シェア

海面漁業における主要 18 種注）5 の
生産額の全国シェア

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

7.1％
（21年）

7.3％
（26 年）

県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

政策　Ⅲ－１　農林水産業

　県１漁協のもと、さまざまな主体の参加による豊かな海の回復、持続的な水産資源の利用と
収益性向上などを図ることにより、県民の皆さんの多様化する期待に応える水産物の安定的な
供給が進んでいます。

主担当部局：農林水産部

平成 27年度末での到達目標

31401
水産業・漁村のマネジメント体
制の確立

（主担当：農林水産部水産経営課）
　地域における水産業のあり方や漁村の活性
化等について、その方針を定める「地域水産業・
漁村振興計画」の策定・実現を支援するととも
に、県内水産業をリードできる組織としての
県１漁協の実現を促進します。

県内の沿海地区漁
協数 21 漁協 １漁協 沿海地区の漁協の数

31402
高い付加価値を生み出す水産業
の確立
	 （主担当：農林水産部水産資源課）
　資源管理の徹底等により、持続的な生産体制
の構築を進めるとともに、担い手の確保・育成、
経営力がある経営体が取り組む６次産業化、安
全・安心な養殖、各地域で県内産水産物を購入
できる体制づくりなどを促進することで、高い
付加価値を生み出す水産業を確立します。

資源管理に参加す
る漁業者数 313 人 1,500 人

資源管理・漁業所得補償
対策に係る資源管理計画
に定められる取組を行う
漁業者数

31403
自然と共生する生産性の高い水
産業・漁村の構築
	 （主担当：農林水産部水産基盤整備課）
　持続的な生産を支える水産基盤の整備や水
産生物の産卵・生育の場である藻場・干潟の
再生・保全に取り組むなど、自然と共生する
生産性の高い水産業・漁村の構築を図ります。

沿岸の浅海域再生
面積（累計） 63ha 74ha

伊勢湾および熊野灘沿岸
における藻場・干潟等の造
成・再生面積および英虞
湾における底質改善面積

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

注）1　県１漁協：県内の全ての沿海漁業協同組合が合併して１つにまとまった漁協のこと。
注）2　６次産業化：150 ページをご覧ください。
注）3　地域水産業・漁村振興計画：漁村地域を単位に水産業のあり方や漁村の活性化等についての方針を定めた計画。
注）4　みえフードイノベーション：146 ページをご覧ください。
注）5　 主要 18 種：県民の皆さんにも広く知られ、消費されているイセエビ、カツオ、アサリ、サザエ、フグ、サバ、イワシ、イカナゴ、アワビ、

アナゴ、ブリ、マダイ、ヒラメ、クルマエビ、真珠、養殖マダイ、カキ、ノリの 18 主要魚種。
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　国際競争力のある産業や成長性のある産業など多様な産業が活発に事業活動
を行える環境づくりが進むとともに、企業や関係機関などのネットワークが広
がっていく中で、国内外の企業から県内への投資が続く強じんで多様な産業集
積につながっています。

　県内投資を呼び込む新たな仕組みづくり等を行い、ネットワークの豊富な機関と
の連携による企業誘致に取り組むとともに、海外の自治体等との連携等による外資
系企業誘致に重点的に取り組みます。また、成長制約要因であった環境・エネルギー
や少子高齢化といった社会課題を「課題解決型産業」の振興としてとらえ、多様な産
業の成長をけん引する「クリーンエネルギー関連分野」の振興を重点的に進めます。

県民の
皆さんと
めざす姿

■  経済のグローバル化が一層進み、産業構造の転換が進む中、日本の産業は、中国など新興
国の発展により、これまで得意としてきた先端工業分野における市場シェアも奪われつつ
あり、次の成長産業が見いだせていない状況にあります。

■ 平成２（1990）年頃をピークに国内の企業立地件数が大幅に減少し、対日投資も低迷する
中、歴史的な円高水準やデフレ基調が続き、大企業のみならず中小企業が海外からの誘致
を受けるなど、国内産業の空洞化への大きな懸念要因も顕在化してきています。

■  新興国の投資コストは、人件費や土地購入費面において日本の 10％に満たない水準にあ
り、県内への投資を呼び込む上での課題要因となっています。

■  急速な少子高齢化の進展や資源の枯渇、環境・エネルギー問題など、国内で生産を行う上
での制約要因も大きな課題となっています。

■  こうした課題が山積している中、企業が国内ひいては県内で事業活動を展開しようとする
ための環境を整備し、県内に投資を呼び込めるように早急な取組を進めなければなりません。

■  県内に投資を呼び込むための特区制度の検討、奨励制度などの新たな仕組みづくりや市
町と連携した環境づくりに取り組み、外資系企業を中心に、多様な産業の集積につなが
る企業誘致を進めます。

■ ネットワーク力を持つ企業や関係機関等との連携による投資セミナーの開催などにより、
情報発信を強化し、誘致活動につなげていきます。

■ 「クリーンエネルギーバレー構想注）1」により、企業の既存技術を生かした環境・エネルギー
分野への展開促進や、ネットワークを活用したプロジェクトの誘発を推進し、関連産業
の集積と育成を図るとともに、多様な産業の成長につなげます。

■ 量的・質的に拡大するニーズと潜在的市場の高い医療・健康・福祉関連などを「課題解決
型産業」として、ライフイノベーション注）2 の推進により、新たな産業の創出につなげて
いきます。

■ 高度部材イノベーションセンター（ＡＭＩＣ）注）3 を拠点として、新たな研究開発プロジェ
クトの創出やイノベーションの創出を加速させ、高度部材を基軸とした多様な産業の成
長につなげていきます。

施策 321 三重の強みを生かした事業環境の
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県内への設備投資額
（累計）

県と立地協定を締結した誘致企業に
対するアンケート調査による県内へ
の設備投資額の合計額

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

－ 1,320 億円県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

政策　Ⅲ－２　強じんで多様な産業

整備と企業誘致の推進
　県内には高い技術を有する中小企業や国際競争力の高い大手企業の集積があり、この強みを
生かした国内外とのネットワークが構築されるとともに、県内において、多様な産業の活発な
事業活動が展開され、県内への企業立地等設備投資が活発に行われています。

主担当部局：雇用経済部

平成 27年度末での到達目標

32101
国内外の企業誘致の推進

（主担当：雇用経済部企業誘致推進課）
　国内外の国際競争力のある企業の誘致を進
めるとともに、県内投資を呼び込む仕組みづ
くりや環境づくりに取り組みます。

企業誘致件数（累計） － 160 件
県と立地協定を締結した
誘致企業件数と工場立地
動向調査における立地件
数の合計（重複を除く）

32102
クリーンエネルギーバレー構想
の推進
	 （主担当：雇用経済部エネルギー政策課）
　企業の環境・エネルギー関連分野への展開を
促進し、構想の核となるプロジェクトを進めます。

ク リ ー ン エ ネ ル
ギーバレー構想で
取り組むプロジェ
クト数（累計）

－ 18 件
クリーンエネルギーバ
レー構想の中で取り組む
プロジェクトの数

32103
ライフイノベーションの推進	 	
	 （主担当：健康福祉部薬務感染症対策課）
　医療・健康・福祉分野の産学官民連携の基
盤を活用し、研究開発を進め、製品やサービ
スを生み出すことにより、ライフイノベー
ションを推進します。

医療・健康・福祉
分野の製品開発取
組数（累計）

－ 40 件
県内事業者等が、医療・
健康・福祉分野の製品や
サービスの開発に取り組
んだ数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

32104
国内外のネットワークづくり
	 （主担当：雇用経済部ものづくり推進課）
　県内への企業立地等の投資や環境・エネル
ギー関連産業のプロジェクトの創出につなが
るなど、産業振興を進めるための国内外の
ネットワークをつくります。

新たに構築した産
学 官 等 の ネ ッ ト
ワーク数（累計）

－ 12
県が産業振興を進める上
で、新たに構築した産学
官等のネットワークの数

注）1　 クリーンエネルギーバレー構想：環境・エネルギー関連分野の市場や技術の動向、地域のポテンシャルなどを的確に把握し、新事業展
開の可能性などについて調査、検討を行った上で、将来にわたり大きな成長と雇用の創出が期待できる「クリーンエネルギー関連分野」
の集積を図ることをめざし策定する構想。

注）2　 ライフイノベーション：医療・健康・福祉分野で、新しい技術や考え方を取り入れて新たな価値を生み出し、社会的に大きな変化を起
こすことをいい、革新的な医薬品、医療機器、医療・介護技術等の研究開発の促進や関連産業の活性化をめざすもの。

注）3　 高度部材イノベーションセンター（ＡＭＩＣ）：平成 20（2008）年３月に開所した財団法人三重県産業支援センターが管理運営する施設。
企業間の融合を図る結節点として、県や四日市市と連携し、研究開発の促進、中小企業の課題解決支援、ものづくりを担う人材の育成
に取り組み、さらに平成 22（2010）年３月の加工技術研究棟の整備により、中小企業の加工技術力の向上を図っている。
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　三重のものづくり産業が、強みを生かしてさらに国際競争力を高め、国内外
から「メイド・イン・三重」として広く認知されることで、技術力向上、市場開拓、
雇用創出の好循環につながり、日本経済の活性化を支えています。

　海外での支援拠点機能づくりを進めるとともに、優れた技術等を持つ中小企業の
連携を図っていくことで、中国やＡＳＥＡＮ諸国等世界市場への展開を促進して
いきます。三重発の優れた技術等を顕彰・「見える化」していくことで信頼性を高め、

「ジャパンブランド」の創出に向けた取組を進めていきます。また、世界に通用する
高い技術開発など中小企業に対する技術支援を総合的に進めるとともに、県内に立
地している大手企業との連携により中小企業の販路開拓を進めます。

県民の
皆さんと
めざす姿

■  国際的な市場がアジアを中心とした新興国に急激にシフトしていく中、日本のものづくり
産業は、技術においても新興国の急激な追い上げを受ける一方、中小企業の持つ高い独自
技術が改めて見直されるなど、危機とチャンスを迎えています。

■ 生産年齢人口の減少、環境・エネルギー問題や激化を続けるコスト競争などの国内生産の
制約要因に加え、国内市場規模の縮小等により、下請・系列関係といった従来型の長期安
定的なビジネスモデルが大きな転換期を迎えています。

■ こうした状況下において、三重のものづくり産業が、空洞化することなく、世界経済の変
化（影響）に対応し、中国やＡＳＥＡＮ諸国注）1 の世界市場を取り込んでいくことが重要か
つ大きな課題となっています。

■ ものづくり中小企業においては、経営資源が限られているため、成長に必要な人材育成、
研究開発、販路開拓などに十分に取り組めないといった共通課題があるという認識のもと、
国内外における激しい競争に勝ち残っていくための取組を進める必要があります。

■  中国やＡＳＥＡＮ諸国など世界市場獲得のチャンス拡大を図るため、中小企業が海外事
業活動を展開するための業務支援や相談・情報提供支援などを行う海外拠点機能づくり
を進めます。

■ 産業の空洞化に陥らないよう、県内で操業を続けようとする企業を後押しする環境づく
りや中小企業にとっても設備投資が行いやすい支援制度の構築などに取り組みます。

■ 三重県ならではのオンリーワン型の技術等を有する中小企業を育成するため、世界に通
用する高い基盤技術の開発を支援します。また、新たな市場開拓につながる改良開発型・
試作品開発型等の技術開発支援や、県研究機関による緊急課題解決型の技術支援・共同
研究、知的財産の戦略的な活用促進に取り組み、県内企業の技術力向上につなげます。

■ 中小企業の優れた技術等を顕彰し、国内外への効果的な情報発信などにより、三重のも
のづくり産業の「見える化」を図ります。

■ 複数の中小企業がそれぞれに得意とする技術やネットワークを持ち寄り、研究開発や新
たな取引につなげるなど、中小企業間の連携した取組を促進します。また、市町の支援
機関による取組との連携により、効果的な中小企業の支援を行っていきます。

■ 県内中小企業による大手企業などへの「出前商談会」といった効果の高い取組を進めると
ともに、ネットワーク力を持つ企業や関係機関との連携による新分野展開や販路開拓を
進め、市場獲得のさらなるチャンスづくりに取り組みます。

■ ものづくり中小企業の技術系人材の育成やものづくり技術の伝承を進めるとともに、雇
用に結びつく人材育成や中小企業の成長に必要な人材の確保といった視点から、新たな
仕組みづくりに取り組みます。

施策 322 ものづくり三重の推進
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製造業に係る中小
企業の付加価値額
の伸び率

中小企業（製造業）の従業員１人あ
たり付加価値額（利益、減価償却費、
人件費）の平成 23 年（平成 22 年実
績数値）を 100 とした場合の伸び率

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

100
（22年）

112
（26 年）

県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

　多くの県内ものづくり企業が、それぞれが持つ特徴や強みを生かして自らまたは連携して課
題解決に取り組み、三重県ならではのオンリーワン型の企業注）2 として、海外市場を取り込んで
事業活動を展開しています。

主担当部局：雇用経済部

平成 27年度末での到達目標

32201
海外事業展開の促進

（主担当：雇用経済部ものづくり推進課）
　中小企業の海外事業展開を支援する海外拠点
機能づくりを進めるとともに、海外市場開拓に必
要な仕組みづくりや技術支援等に取り組みます。

海外事業展開に取
り 組 む 企 業 数（ 累
計）

－ 40 社
海外での事業展開を行う
県内のものづくり中小企
業数（県が支援または関
与した中小企業）

32202
中小企業の基盤技術の高度化
	 （主担当：雇用経済部ものづくり推進課）
　中小企業の業態や段階に応じた技術力向上へ
の総合的な支援や企業間連携の促進などに取り
組むとともに、県内ものづくり中小企業が「メイ
ド・イン・三重」として広く認知されるよう効果
的な情報発信の仕組みづくりに取り組みます。

経営戦略に基づく
事業化への取組企
業数（累計）

－ 100 社 国、県が行う事業化への
取組支援への申請数

32203
新分野展開・市場開拓への支援	 	
	 （主担当：雇用経済部ものづくり推進課）
　「出前商談会」のような効果の高いマッチン
グ機会の創出により販路開拓のチャンスづく
りに取り組むとともに、新分野・市場への展
開を支援します。

販路開拓支援によ
り新たな取引につ
ながった数（累計）

－ 200 件
県等が行う販路開拓支援
により新たに取引が開始
された数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

注）1　 ＡＳＥＡＮ諸国：東南アジア諸国連合の略称。東南アジア 10 カ国の経済・社会・安全保障・文化などでの地域協力機構であり、イン
ドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、マレーシア、ブルネイ、ベトナム、ミャンマー、ラオス、カンボジアが加盟する。６億
人の人口規模を持つＡＳＥＡＮは、目覚ましい経済成長を続けており、市場として大きな魅力を有する。

注）2　 オンリーワン型の企業：「オンリーワン企業」とは、その企業でしか提供していない技術や商品、サービスを持っている企業のこと。 

政策　Ⅲ－２　強じんで多様な産業

32204
産業技術人材の育成と確保
	 （主担当：雇用経済部ものづくり推進課）
　研究開発技術者等の人材育成講座を開催する
とともに、雇用に結びつく視点からの人材育成や
中小企業の成長に必要な人材の確保を図り、もの
づくり中小企業を支える人づくりを進めます。

企業の成長を支え
る産業技術人材の
育成数（累計）

－ 400 人
県等が行う産業技術人材
育成の教育プログラム等
を受講し修了した数
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　地域の中小企業者等が、経営環境の変化をふまえて自らの創意工夫や地域が
持つ価値や魅力など地域資源の活用により、新たな事業活動を活発に行うこと
で地域の産業が活性化しています。

　地域の魅力の「棚卸と再発見」、「ローカル・トゥ・ローカル注）1 の連携」や「グロー
カル注）2」の視点から、地域発の新しい産業を創造し、高付加価値な商品やサービスづ
くりなど、産業界等との連携による産業の創出、ＩＴ（情報通信技術）を活用した新
しいビジネスの構築などにより地域産業の活性化に取り組みます。

県民の
皆さんと
めざす姿

■  資源の枯渇や環境・エネルギー問題など社会環境の変化により、人びとのライフスタイル
や地域の課題が多様化するなど、地域産業を取り巻く環境は大きな転換期を迎えています。

■ 東日本大震災の影響や歴史的な円高水準、長期化しているデフレ等、中小企業者等を取り
巻く経営環境は大変厳しい状況にあり、地域産業を支える県内中小企業が環境変化に柔軟
に対応し、競争力を維持していくことが喫緊の課題となっています。

■ 国内需要の縮小や事業所の減少が危惧される中、サービス産業は、国内では付加価値構成
や就業者比率が高まっていますが、県内においては全国に比べて低い状況にあり、サービ
ス産業の振興を強化する必要があります。

■ こうした状況下において、地域産業の活性化を図っていくためには、伝統産業を生かした
ものづくりのブランド化、地域資源の再発掘や付加価値の高い商品づくりとそれらを生か
したビジネスの創出などを加速していくとともに、商工団体による事業者のさまざまな
チャレンジを後押しする取組も強化していく必要があります。

■ 地域の価値や魅力をビジネスに結びつけていくためには、ノウハウを持った人材の発掘や
育成も重要となっています。

■ 個々の需要に対応した高付加価値な商品づくりや新たなサービスが創出される環境づく
りを進めるため、ＩＴの活用や売れる仕組みの構築などの事業者の取組を促進するとと
もに、社会的問題の解決や他産業との融合などを図り、サービス・イノベーションを誘
発し、新しいサービス産業の創出につなげます。

■ 事業者や関係支援団体、市町との連携により、伝統産業・地場産業の棚卸と再発見の場
づくり、新たな市場開拓や人材育成を支援します。

■ 地域の事業者のネットワーク化と全国のキーパーソンとの連携の場づくりによる新商品
開発やローカル・トゥ・ローカルの取組による販路開拓などを促進するとともに、クリエー
ター等を活用し、消費者への新しい価値の提供など、特性を生かしたグローカルビジネ
ス（スモールビジネス注）3 等）の創出やブランド化を図っていきます。

■ みえ地域コミュニティ応援ファンドやみえ農商工連携推進ファンドを活用して、新商品・
サービスの開発や販路開拓を促進します。

■ 県内中小企業を取り巻く状況に応じて融資制度の見直しを行うとともに、融資の現場に
おける経営指導や経営革新の奨励など、中小企業の経営改善につながるように一層の支
援をしていきます。

■ 市町、商工団体、金融機関、大学や地域などによる取組と連携し、新しい価値を共に創
るという視点から、地域の特性に応じた商店街等の活性化を支援します。

■ 商工会、商工会議所、中小企業団体中央会等の関係団体や金融機関、大学と連携し、創業、
新事業展開などに取り組む中小企業の活動を促進するとともに、地域の強みを生かした
新しい取組、時代のニーズに対応した新しい連携や新分野進出等の取組を支援します。

施策 323 地域の価値と魅力を生かした
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地域資源活用関連
産業の製造品出荷
額等の伸び率

工業統計調査用産業分類における地
域資源活用関連産業分野（食料品製
造業、木材・木製品製造業、陶磁器・
鋳物製造関連）の製造品出荷額等の
平成 23 年（平成 22 年実績数値）を
100 とした場合の伸び率

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

100
（22年）

112
（26 年）

県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

産業の振興
　地域資源を活用した新たな産業創出に向けた取組が増えてきている中、さまざまな主体が活
力を結集して地域づくりを進め、地域の中小企業者等が自らの経営革新、地域資源を活用した
新商品の開発および販路開拓への積極的なチャレンジや、市町の取組と連携した商店街等の魅
力向上により、地域産業の活性化が図られています。

主担当部局：雇用経済部

平成 27年度末での到達目標

32301
地域資源を活用した産業の振興

（主担当：雇用経済部地域資源活用課）
　地域資源や伝統工芸などの棚卸と再発見によ
る価値や魅力づくりを進めるとともに、地域資
源を活用した新商品開発や販路開拓に向けた活
動支援や、農商工連携の推進に取り組みます。

地域資源を活用した
新商品を開発し、売
り上げにつながった
企業数（累計）

－ 40 社

県制度を利用して県内の
地域資源を活用した新商
品開発等に取り組んだ企
業等のうち売上（増）につ
ながった企業数

32302
新たなビジネスの創出等の促進
	 （主担当：雇用経済部サービス産業振興課）
　高付加価値な商品づくりや新たなサービス
の創出につながる仕組みづくりを進めるとと
もに、コミュニティビジネスの創出支援や中
小企業の経営革新などを進め、サービス産業
の振興に取り組みます。

新しい商品・サー
ビス等の創出件数

（累計）
－ 40 件

高付加価値な新しい商品
開発や新たなサービスが
生まれた件数

32303
地域の特性に応じた商業の振興	 	
	 （主担当：雇用経済部サービス産業振興課）
　商店街等によるさまざまな主体と協力した
地域の新たな価値創造などの視点から、市町
の取組と連携して地域の特性に応じた商業の
振興に取り組みます。

商業活性化の取組に
より集客増や収益向
上に結びついた事業
者等の数（累計）

－ 12 者
商業者団体等が活性化
事業に取り組み、そのう
ち、集客増や収益向上に
結びついた事業者等の数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

注）1　ローカル・トゥ・ローカル：地域間の多様な産業交流を通じて、各地域の産業振興を図っていこうとする概念。
注）2　グローカル：グローバルとローカルを掛け合わせた言葉。世界規模の視野で考え、地域の視点で（根づいて）活動する概念。
注）3　 スモールビジネス：小規模のメリットを生かしたビジネス。経営者のアイデア（豊かな創造力）を小資本で実現しようとする考えに立っ

たビジネスのこと。

政策　Ⅲ－２　強じんで多様な産業

32304
経営基盤の強化
	 （主担当：雇用経済部金融経営課）
　中小企業への資金供給の円滑化を図る金融
支援に取り組むとともに、商工団体とタイアッ
プして中小企業の事業活動支援など経営基盤
強化につながる取組を進めます。

商工団体等の支援
により新たな事業
展開に至った件数

（累計）

－ 650 件

商工団体等が支援を行っ
た結果、新たな事業展
開（経営革新、創業、地
域資源活用、農商工連携、
事業承継）に至った件数
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　県内中小企業が、技術の高度化を図り、高付加価値化や新分野への展開に結
びついていることで、地域の産業の活性化が進み、県民の皆さんの豊かさにつ
ながる科学技術の進展に寄与しています。

　新興国が追いつけない高い技術力を県内ものづくり企業が持ち続けるため、県研
究機関が産学官連携のハブ機能を担い、中小企業の課題解決支援や共同研究、販路
開拓につながる支援、次世代技術の先行的開発に取り組みます。また、企業の技術
者を受け入れて共同研究を行うなど、中小企業の技術力を支える人材の育成に取り
組みます。

県民の
皆さんと
めざす姿

■  アジアを中心とした新興国に国際市場が大きくシフトし、技術力においても新興国の急激
な追い上げを受けています。また、グローバルなコスト競争が激化する中での技術革新が
求められています。

■ 環境・エネルギー問題などに対応する新たな科学技術の必要性や、子どもの理科離れに象
徴される次代を担う人材不足への懸念など、将来にわたる大きな課題に直面しています。

■ 県内には、自動車・電気機器・化学・食品関連を中心とした製造業の集積があり、高い加
工技術等独自技術を持つ中小企業も集積しており、国際競争力の高いポテンシャルを有し
ています。

■ こうした状況下において、世界経済の変化（影響）に対応し、拓
ひら

かれていく世界市場を見据
え、県のものづくり産業を支える技術力の向上を図っていくことが求められています。

■ そのため、県研究機関においては、次世代技術に関する先行的な研究開発や中小企業との
共同研究開発、中小企業の成長に必要な技術課題への解決支援などの取組が求められてい
ます。

■  地域資源の活用などによる新たな産業の創出と集積を図っていくため、県内外の高等教
育・研究機関や企業等のさまざまな主体との連携による研究プロジェクトに取り組むと
ともに、中小企業の強みを生かした技術のさらなる高度化や新製品開発力の向上を支援
します。

■ 県研究機関が産学官連携のハブ機能を担い、高度部材イノベーションセンター（ＡＭＩＣ）
注）1 等と連携し、企業訪問等を通じて中小企業が抱える課題解決への技術支援や新製品等
の性能評価、販路開拓につながる支援などに取り組みます。

■ 次世代の環境・エネルギーや自動車、医療・健康（医工連携）など成長分野において、中
小企業と県研究機関などによる共同研究を進め、新たな技術開発等高付加価値商品の開
発につなげていきます。

■ 特に、環境・エネルギー分野においては、創エネ注）2・蓄エネ注）3・省エネ等にかかる新た
な技術・製品開発に、次世代自動車分野においては、軽量化・省エネ化等に関する技術
開発に取り組み、県内企業の有する技術・製品の新たな高付加価値化を進めます。

■ 技術競争力を持続的に維持・発展させていくため、企業や大学等と連携して成長分野に
おける先行的な技術開発を進めます。

■ 将来にわたり中小企業を支えていく人材を育成するため、県研究機関において、企業の
技術者を受け入れて共同研究を行うなど、次代を担う研究人材の育成や活発な共同研究
を支援する研究環境づくりなどを推進するとともに、ものづくりや科学技術への興味や
関心を高める取組を進めます。

施策 324 中小企業の技術力向上支援と
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中小企業等との共
同研究件数（累計）

県研究機関と県内中小企業等が産学
官（産官）で連携しながら、新製品や
新技術等の開発に取り組んだ共同研
究の件数

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

－ 120 件
県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

科学技術の振興

　県内の中小企業が、自らの技術課題解決や新たな分野展開に挑戦するための技術・開発力向
上に向けて、県研究機関のハブ機能を生かして、共同研究などに積極的に取り組んでいます。

主担当部局：雇用経済部

平成 27年度末での到達目標

32401
研究開発の推進	

（主担当：雇用経済部ものづくり推進課）
　企業、高等教育機関、公設試験研究機関な
どのさまざまな主体が連携しながら、地域産
業の振興や県民の皆さんの安全・安心に貢献
できる研究・技術開発を推進します。

企業の課題解決数
（累計） － 80 件

県研究機関の支援や共同
研究により県内中小企業
が課題解決に取り組んだ
研究開発プロジェクト数

　32402
県研究機関による技術開発の推進
	 （主担当：雇用経済部ものづくり推進課）
　県研究機関において、次世代分野（環境・エ
ネルギー、医療・健康（医工連携）、次世代自動
車等）の先行的な研究開発や中小企業の技術課
題解決への支援などに取り組むとともに、高
度部材イノベーションセンター（ＡＭＩＣ）等
と連携しながら、県内企業の国内外への新た
な事業展開に向けた技術支援に取り組みます。

県研究機関におけ
る新分野関連技術
開発件数（累計）

－ 40 件

県研究機関が実施する新
分野（環境・エネルギー、
医療・健康、次世代自動
車等）における先行的な
技術開発件数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

政策　Ⅲ－２　強じんで多様な産業

県民等の科学技術
に対する理解度 67.3％ 90.0％

県研究機関等が実施する
一般公開講座、施設公開、
学習会等の参加者に対す
るアンケートにおいて、

「科学技術に対する理解
が深まった」と回答した
者の割合

32403	
科学技術の担い手づくり	 	
	 （主担当：雇用経済部ものづくり推進課）
　県民の皆さんが科学技術への関心を高める
取組や研究者等のコーディネート・企画・立
案能力の向上を図ることで、次世代の科学技
術を支える人材の育成を進めます。

注）1　 高度部材イノベーションセンター（ＡＭＩＣ）：159 ページをご覧ください。
注）2　 創エネ：創エネ（そうえね）とは、創エネルギーの略称。太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギー（一度利用しても再生可能な自然

由来のエネルギー）の活用や燃料電池などを利用して、エネルギーを創り出そうとする考え方のこと。
注）3　 蓄エネ：蓄エネ（ちくえね）とは、蓄エネルギーの略称。リチウム電池などの蓄電池などを利用してエネルギーを貯蓄し、必要なときに

使えるようにしようという考え方のこと。
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　県内企業の技術と地域資源を生かして、環境・エネルギー分野の産業が戦略
的に展開され、安全で安心な新エネルギーの導入が広がるとともに、ライフス
タイルや生産プロセスなどあらゆるシーンで変革が進み、省エネルギーや多様
なエネルギーの適切な組み合わせのもと、県民生活や産業活動の基盤となるエ
ネルギーが安定的に供給されています。

　地域での取組による安全で安心なエネルギーとして新エネルギーへの期待が高
まっていることを受けて、これまでの普及啓発に加え、県民の皆さん、事業者、市
町等との連携の強化を図ることで、さらなる新エネルギーの導入、省エネルギー促
進および関連する産業の成長につなげます。

県民の
皆さんと
めざす姿

■  エネルギーの安定供給は県民生活や産業活動にとって重要であることから、県内の安定的
なエネルギーを確保することが必要です。

■ 東日本大震災をきっかけに電力需給がひっ迫するなど、エネルギーをめぐる状況は一変し、
自立分散型の電源確保が再認識され、特に地域における安全で安心な新エネルギーへの期
待が高まっています。

■ 新エネルギーは経済性や出力の不安定性等の課題がありますが、豊かな自然や産業・技術
の集積など三重の強みを生かし、地域活性化、地球温暖化対策、産業振興と連動した導入
促進を図ることが重要です。

■ 新エネルギーの導入と省エネルギーを促進するためには、より一層の技術革新や製造コス
トの低減が必要であり、企業の既存技術を生かした環境・エネルギー関連分野は成長産業
として期待されています。

■ 生産プロセスでの改善取組や省エネに取り組む人材育成など、企業における省エネ活動を
推進するとともに、こうした取組を、県民の皆さん自らが行う省エネ活動につなげていく
視点が重要です。

■ 水力発電事業は、エネルギーの安定供給を維持しつつ効率化によるコスト縮減に努める一
方で民間譲渡に向けて取り組む必要があります。

■ ＲＤＦ焼却・発電事業は、安全で安定した運転を行う必要があります。

■  県民生活や産業活動の基盤となる安定的なエネルギーを確保するため、「三重県エネル
ギー対策本部注）1」を起点に、「三重県新エネルギービジョン」に基づき、新エネルギーの
普及促進、省エネ活動、エネルギー関連産業の振興、エネルギー政策に関する国への提
言などに部局横断的に取り組みます。また、電力・エネルギーの安定供給に対する理解
を深めるため、発電施設等の周辺地域に支援を行います。

■ 環境への負荷の少ない自立分散型の電源確保および産業振興のため、本県の地域資源を
生かした太陽光発電、風力発電、木質バイオマス利用、小水力発電等について、事業者
や関係者との企画・調整を図り、地域活性化、地球温暖化対策と連携した取組や普及啓
発を進めます。

■ 県内中小企業等の既存技術を生かした省エネ技術等の発掘を行い、新たな用途開発を支
援するとともに、企業内での省エネを推進するための技術・知識の底上げ等に取り組み
ます。

■ メタンハイドレートなど将来実用化が期待されている次世代のエネルギー資源等につい
て、最新の調査研究や技術開発の動向を注視するとともに、本県の地域活性化につなが
る取組方策を、市町や関係者と連携して検討していきます。

■ 水力発電事業については、安定した電力供給に努めるとともに、「三重県水力発電事業に
係る資産等の譲渡・譲受に関する基本的事項の合意書（平成 23（2011）年８月）」に沿って、
計画的な民間譲渡に向けて取り組みます。

■ ＲＤＦ焼却・発電事業については、引き続きＲＤＦに対する安全対策に取り組み、安全
で安定した運転を行います。

施策 325 新しいエネルギー社会の構築
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新エネルギーの導
入量（世帯数換算）

県内に導入された新エネルギーに
よって家庭で消費されるエネルギー
を賄ったと仮定した場合の世帯数

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

204千世帯
（22年度）

307千世帯
（26 年度）

県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

　県民の皆さん、事業者、市町等と連携した取組により、
地域資源を生かした新エネルギーの導入による「安全で
安心なエネルギー」が確保されています。また、県民生
活や産業活動等での省エネルギーが促進されエネルギー
が効率的に利用されています。

主担当部局：雇用経済部

平成 27年度末での到達目標

32501
エネルギー政策の総合的推進	

（主担当：雇用経済部エネルギー政策課）
　新エネルギーの普及促進、省エネ活動、エネ
ルギー関連産業の振興、エネルギー政策に関す
る国への提言などに部局横断的に取り組みます。
また、発電施設等の周辺地域に支援を行います。

エネルギー政策を
総合的に推進する
ための取組件数

４件 ８件

県庁内各部局で構成する
「三重県エネルギー対策
本部」での県民の皆さん
や事業者等への節電の呼
びかけなど、部局横断的
な取組の件数

32502
地域における新エネルギーの導
入促進
	 （主担当：雇用経済部エネルギー政策課）
　地域資源を生かした太陽光発電、風力発電、
木質バイオマス利用等について、事業者や関
係者等との企画・調整を図り、地域における
新エネルギーの導入を促進します。

大規模な新エネル
ギー施設数（累計） ４件 ８件

県内に設置されたメガソー
ラーやウィンドファームの
設置件数

企業の省エネ取組
の件数（累計） － 20 件 県内企業の省エネルギー

につながる取組件数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

政策　Ⅲ－２　強じんで多様な産業

32503
省エネルギー技術等の導入促進	 	
	 （主担当：雇用経済部エネルギー政策課）
　中小企業等の既存技術を生かした省エネ技
術等の発掘や、これらを活用した企業の省エ
ネルギーにつながる取組を促進します。

メガソーラー
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県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

施策 325

32505
公営電気事業における電力の供給	

（主担当：企業庁電気事業課）
　県自らが実施する水力発電、ＲＤＦ焼却・
発電による電力を安全で安定して供給すると
ともに、水力発電の民間譲渡に取り組みます。

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

注）1　 三重県エネルギー対策本部：三重県におけるエネルギーの安定供給の確保、新エネルギーによる地域エネルギーの確保や省エネルギー
対策を総合的に推進することを目的に、平成 23（2011）年５月に設置した組織。

32504
次世代エネルギー等の調査研究
	 （主担当：雇用経済部エネルギー政策課）
　将来実用化が期待されているエネルギー資
源等に関連する地域活性化策等の調査研究を
行います。

次世代エネルギー等
に関連する調査研究
のテーマ数（累計）

－ ３件

メタンハイドレートなど
将来実用化が期待されて
いるエネルギー資源等に
関連する調査研究のテー
マ数

水力発電の年間供給
電力目標の達成率

98.5％
(22 年度 )

100％
(26 年度 )

企業庁が水力発電により
１年間に供給する電力量
として設定した、電力目
標の達成率
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市町との連携を大切に！
　知事と市町長が、地域の課題等について、連携・協働して共に取り組むための意見交換
を行う「県と市町の地域づくり連携・協働協議会」（地域会議）トップ会議を、桑名、四日市、
鈴鹿・亀山、津・伊賀、松阪、伊勢志摩、東紀州の７会場で開催し、「みえ県民力ビジョン」
の策定についても市町長からご意見やご提案をいただきました。

　里海の創生、南部地域の活性化などの地域特有の課題や若者の定住促進、防災対策、人
づくり、県と市町の役割分担などの課題について、ご意見がありました。
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トップ会議



　企業、ＮＰＯ、行政等が連携して地域の実情に応じた雇用支援や職業能力開
発が行われることにより、働く意欲のある人が、性別や年齢、障がいの有無等
に関わりなく働いています。

　経済のグローバル化等により若者を中心とした雇用の不安定化が進む中、さまざ
まな主体と連携して地域の実情に応じた多様な雇用支援に取り組みます。また、県
内での民間企業における障がい者実雇用率が法定雇用率を下回る中、就労機会の拡
大をめざし、障がい者が自立し社会に参画できるよう企業と共に取り組みます。

県民の
皆さんと
めざす姿

■  平成 20（2008）年の金融危機や平成 23（2011）年の東日本大震災の発生により、県内の雇
用経済情勢は依然として厳しい状況となっており、雇用支援を一層進めていく必要があり
ます。

■ 雇用の不安定化、低所得化が進む中で、若年者に対する雇用支援の必要性が高まっていま
す。また、若年無業者の職業的自立が課題となっており、地域で包括的に支援する仕組み
が求められています。

■ 県内での民間企業における障がい者実雇用率は、法定雇用率を大きく下回っており、一層
の雇用促進の取組が求められています。

■ 生産年齢人口の減少により、高齢者が今まで培ってきた経験や能力を発揮できる多様な就
労機会の提供が求められています。

■ 雇用情勢は地域によって違いがあることから、地域の実情に応じた雇用支援策が求められ
ています。

■ 厳しい雇用情勢が続く中、雇用のセーフティネットとしての職業訓練等を一層充実させる
ことが求められています。

■ 国際的な価格・品質競争の激化や少子高齢化の進展など県内産業を取り巻く環境が厳しさ
を増す中、個々の勤労者の技能向上と産業を担う人材の育成が求められています。

■  若年者の雇用対策では、国等関係機関と連携し、若年者の安定した就労に向けての支援
を総合的に実施します。また、若年無業者に対しては、本人や家族が相談しやすい環境
づくりを進め、支援機関と連携して職業的自立に向けた支援に取り組みます。

■ 県と障がい者の就労を支援している関係機関の連携を強化するとともに、事業主への働
きかけや障がい者の態様に応じた職業能力開発を充実させることにより障がい者雇用の
促進に努めます。

■ 就職面接会などを実施して高齢者の多様な就労を一層進めるなど、働く意欲のある人に
対する就労機会の拡大に努めます。

■ 経済団体、労働団体、ＮＰＯ、国、市町等と連携することにより、地域の実情に応じた
雇用支援に取り組み、就労機会の確保を図ります。

■ 国等との連携のもと、成長が見込まれる分野や求人ニーズが高い分野への就労をめざし
た職業能力開発に取り組みます。

■ 高等学校卒業者等への職業訓練により地域産業の担い手となる人材を育成するとともに、
民間の職業能力開発校への支援や技能検定の実施等により、企業や勤労者が行う技能向
上を支援します。

施策 331 雇用への支援と職業能力開発
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雇用対策事業によ
る就職者数

県が実施する（共催を含む）雇用対策
事業により支援した人のうち支援終
了後３か月以内に就職した人数

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

1,375人
（22年度）

1,520人県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

　働く意欲はあるものの就労が困難な若年者、障がい者、高齢者などの就労や、若年無業者の
職業的自立が進んでいます。
　また、雇用のセーフティネットとしての職業訓練等が充実するとともに、技能向上に積極的
に取り組む企業や勤労者が増加しています。

主担当部局：雇用経済部

平成 27年度末での到達目標

33101
若年者の雇用支援	

（主担当：雇用経済部雇用対策課）
　若年者の安定した就労に向け、「おしごと広
場みえ」を拠点に、キャリアカウンセリングや
セミナー等の総合的な就職支援サービスを提
供するとともに、若年無業者の職業的自立を
進めるため、「地域若者サポートステーション」
が相談、自立訓練、就労体験などを一体的に
実施できるよう支援します。

県が就職に向けて
支援した延べ若年
者数

12,470 人
（22 年度）

13,250 人
「おしごと広場みえ」にお
ける職業紹介・職業相談
やカウンセリング、就職
支援セミナー等により支
援した延べ若年者数

33102
障がい者、高齢者等の雇用支援
	 （主担当：雇用経済部雇用対策課）
　企業における障がい者雇用を促進するため、
障がい者雇用アドバイザーによる企業への働
きかけや職業訓練、職場実習の機会の提供な
どに取り組みます。また、高齢者に対し多様
な就労機会を提供するため、適職診断の実施
や就職面接会の開催などを行います。

民間企業における障
がい者の実雇用率 1.51％ 1.65％

常用労働者数 56 人以上
の民間企業において常時
雇用する労働者のうち、
身体障がい者、知的障が
い者および精神障がい者
の割合

地域のさまざまな
主体と連携して実
施する就職面接会
の参加企業数

702 社
（22 年度）

780 社
県が関係機関、各種団体
等地域のさまざまな主体
と連携して実施する就職
面接会の参加企業数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

政策　Ⅲ－３　雇用の確保

33103
雇用施策の地域展開	 	
	 （主担当：雇用経済部雇用対策課）
　地域のさまざまな主体と連携・協働して、就
職面接会や若年者を対象とした職業相談、求
人・求職者情報のホームページでの提供など
地域の実情に応じた雇用支援に取り組みます。
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県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

施策 331

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

33104
職業能力開発への支援
	 （主担当：雇用経済部雇用対策課）
　離職者の就労を支援するため、県立津高等
技術学校において職業訓練を行うとともに、
専修学校等の民間教育訓練機関への委託によ
る職業訓練に取り組みます。また、企業や勤
労者が行う技能向上への取組を支援するため、
民間の職業能力開発校への助成や技能検定を
実施します。

県が実施または支
援する職業訓練へ
の参加者数

2,941 人
（22 年度）

3,250 人
県が実施している職業訓
練や、県が支援している
民間の職業能力開発校に
おける職業訓練への参加
者数
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若手職員が提案する「新しい豊かさ」とは？
　「みえ県民力ビジョン」を策定するに
あたり、部局横断的な県政の課題に関
して、自由闊達な議論を行うため、若
手職員によるワーキング・グループを
設置し、経済的な尺度や物質的な豊か
さだけでない、成熟した社会における
新しい豊かさのモデルについて検討し
ました。
　全１０回にわたる議論を重ねた結果、新しい豊かさのモデルとは「一人ひとりが個性を
発揮し、自分の人生と社会をデザインし、能動的な県民として活躍している社会」である
と定義しました。そのうえで、「一人ひとりが、自由な選択のもとで個性や能力を発揮し、
その成果に対し正当な評価や対価が得られること」、「社会全体でお互いを支えあっていく
こと」が大事であると提案しました。
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自己実現 全員が支え手

①自由な選択

②正当な評価・対価

③安心・絆

「一人ひとりが個性を発揮し、自分の人生と社会をデザインし、能動的な県民と
して活躍している社会」が豊かな社会である

「新しい豊かさモデル」でこれからの社会を変える



　企業、経済団体、労働団体、行政等が、働き続けることができる環境づくり
に向けて主体的に取り組むことにより、働いている人が、性別や年齢等に関わ
りなくいきいきと働くとともに、家庭生活や社会貢献活動、地域づくり活動な
ども充実し、仕事と生活を調和させています。

　これまでの労働条件の向上や勤労者福祉の充実を促進する取組に加え、ワーク・
ライフ・バランスの推進など、地域社会の一員として積極的に社会へ参画できる基
盤づくりを促進するとともに、若年層の早期離職の未然防止対策を進めます。

県民の
皆さんと
めざす姿

■  県民一人ひとりの自己実現のためには、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の
推進が必要ですが、平成 20（2008）年の金融危機や平成 23（2011）年の東日本大震災の発
生による厳しい雇用経済情勢の影響からその進展が停滞しており、今後、より一層の促進
を図ることが求められています。

■ 少子高齢社会の進展により、今後ますます生産年齢人口が減少することから、我が国の経
済が活力を維持するためには、若者・女性・高齢者などの一層の就労が必要とされています。
このため、特に女性が働き続けられる職場環境づくりの促進が求められています。

■ 厳しい雇用経済情勢の影響は、賃金・労働条件を含めた勤労者の生活にも及んでいます。
このため、勤労者福祉の充実、とりわけセーフティネット機能の充実が求められています。

■  ワーク・ライフ・バランス推進のため、企業における取組の普及・啓発を図るとともに、
勤労者の社会貢献活動や地域づくり活動への参加などを支援します。

■ 男女が共にいきいきと働き続けることができるよう、企業等での職場環境の整備に向け
た機運を醸成することに加え、働き方の改革に向けた企業の優れた取組の発掘とその普
及・啓発等を行います。

■ 働く上でのルールについての啓発や企業の現場を知る機会の提供等を行うなど、若年者
の就職支援および早期離職の未然防止を図ります。

■ 労働相談等に関する国との連携を強めるとともに、弁護士相談やメンタル・ヘルス・カ
ウンセリングなど労働に関する各種相談への対応の充実等により、不安を抱いている勤
労者等へのセーフティネットとしての支援を行います。

施策 332 働き続けることができる
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ワーク・ライフ・バ
ランスの推進に取り
組んでいる事業所
の割合

調査対象事業所（従業者規模 10 人
以上 300 人未満の県内事業所から
抽出）のうち、「何らかの形でワーク・
ライフ・バランスに取り組んでいる」
と回答した事業所の割合

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

27.1％ 37.0％

県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

環境づくり

　企業等で働き続けることができる環境の整備が進み、勤労者と経営者双方が協力し、ワーク・
ライフ・バランス推進のための自主的な取組が増加しています。

主担当部局：雇用経済部

平成 27年度末での到達目標

33201
ワーク・ライフ・バランスの推進	

（主担当：雇用経済部雇用対策課）
　企業等における環境整備の促進や勤労者の
地域・家庭等でのワーク・ライフ・バランス
推進のため、優良取組事例の収集やセミナー
の開催などを通じた普及 ･ 啓発等を行うとと
もに、勤労者の社会貢献活動等への主体的な
参加・参画の支援などに取り組みます。

ワーク・ライフ・
バ ラ ン ス の セ ミ
ナー等が役立つと
回答した参加者の
割合

85.6％
（22 年度）

90.0％

ワーク・ライフ・バラン
スがテーマのセミナー等
におけるアンケートで、
取組を進めていく上で役
立つと回答した参加者の
割合

33202
男女が共に働きやすい職場づくり
	 （主担当：雇用経済部雇用対策課）
　男女が共にいきいきと働き続けることがで
きるよう、「男女がいきいきと働いている企
業」表彰・認証制度の実施による企業等での
職場環境整備に向けた機運醸成や、育児・介
護休業取得者等への生活資金融資などに取り
組みます。

「男女がいきいきと
働いている企業」の
認証件数（累計）

73 件 200 件
「男女がいきいきと働い
ている企業」認証制度に
おいて認証した企業等
の数

33203	
勤労者福祉の推進	 	
	 （主担当：雇用経済部雇用対策課）
　勤労者の福祉の充実やセーフティネット機
能の向上を図るため、労使双方から寄せられ
るさまざまな相談に対して専任の相談員等に
よる助言やカウンセリング等を行うとともに、
高校生等を対象とする「働くルール」の啓発な
どに取り組みます。

「働くルール」出前講
座が役立つと回答し
た受講者の割合

89.4％
（22 年度）

93.5％
「働くルール」に関して高
校等で実施した出前講座
で、講座内容が働く上で
役立つと回答した受講者
の割合

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

政策　Ⅲ－３　雇用の確保
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　三重の産業の持つ魅力や価値が、県が先頭に立った営業活動を通じて国内外
から共感を呼び、産業の活発化や地域経済の活性化につながるとともに、県内
への企業立地、製品・県産品等の売り上げ向上や観光旅行者の増加につながっ
ています。

　三重のポテンシャル（立地環境、ものづくりの技術力、観光資源、食材）などを、法人・
関係団体・関係機関などに総合的にセールスしていく機能を首都圏等において強化
します。

県民の
皆さんと
めざす姿

■  経済のグローバル化が一層進み、産業構造の転換が進む中、歴史的な円高水準やデフレ基
調が続き、県内産業の空洞化への懸念要因が顕在化してきています。一方、農林水産業な
ど一部ではグローバル化への対応が遅れており、早急な対応が必要です。

■ 空洞化懸念の払拭のためには、県内への投資環境づくりに加え、三重のポテンシャルなど
が効果的に伝わるよう、戦略的に情報発信と営業活動を進めていく必要があります。また、
農林水産業については、グローバル化に対応して地域資源を活用した産品創出や営業力の
強化などにより、販路の確保等を進めていく必要があります。

■ 国内需要の縮小や消費活動の低迷等により、観光旅行者・需要の奪い合いなど国内競争が
激しさを増しており、国内需要を取り込む視点からも、魅力づくりに加え、情報発信のあ
り方や情報発信先の明確化など、その戦略性とともに強力な営業活動が求められています。

■ 首都圏等における三重の魅力の認知度はまだまだ低い状況にあります。認知度を高めてい
くために、効果の高い情報発信や、三重の産業の魅力や価値を見いだし（棚卸と再発見）、
磨き上げる（ブランディング）一方で、「見える化」を図っていくことが必要です。

■  「三重県営業本部注）1」のもと首都圏等における営業機能を強化し、首都圏等の事業者に対
する県産品とそれを生み出す自然や歴史・文化等の魅力発信とあわせて、県内事業者と
のマッチング機会等を確保し、県産品の販売拡大につなげていきます。

■ 首都圏等の営業拠点や中小企業の業務支援等を行う海外拠点などにおいて、三重の魅力
を集中的・総合的に情報発信していくとともに、県人会などのネットワークの活用や、
首都圏等における投資セミナーやイベントなどのさまざまな機会を通じて、法人・関係
機関・団体等に三重の魅力を効果的に情報発信し、セールス活動を展開します。

■ 営業展開を効果的に進めていくため、ものづくり中小企業や三重の産業の魅力映像の活
用、コアな三重県ファン注）2 や三重の応援団の活用などを図り、企業誘致、ものづくり中
小企業の人材確保や販路開拓、観光誘客などにつなげていきます。

施策 341 三重県営業本部の展開
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三重が魅力ある地
域であると感じる
人注）3 の割合

首都圏等における県事業を通じて把
握した、三重が魅力ある地域である
と感じる人の割合

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

40.0％ 60.0%

県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

　首都圏等における営業（セールス）機能が強化され、三
重が誇れるものづくり中小企業や観光商品・県産品等の
魅力や価値が、トップセールスを中心とした強力な営業
活動により広く情報発信されることで、国内外から共感
を呼び、魅力ある地域として三重の認知度が高まってい
ます。

主担当部局：雇用経済部

平成 27年度末での到達目標

34101
営業機能の強化	

（主担当：雇用経済部三重県営業本部担当課）
　首都圏等における営業活動を行うための営
業機能を強化するため、営業拠点の設置を進
め、産業の活性化につなげます。

営業本部活動回数
（累計） － 400 回 三重県営業本部として取

り組んだ全ての活動回数

34102
効果的な情報発信戦略の推進
	 （主担当：雇用経済部三重県営業本部担当課）
　営業活動を効果的に行うため、発信先を明
確にした情報発信に取り組むことにより、三
重の認知度向上を図ります。

三重の応援団など
三重県を応援する
三 重 県 フ ァ ン 数

（累計）

－ 1,000 人
営業本部の活動を通じて
新たに応援団など三重県
ファンになった（名簿登
録に賛同を得た）人数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

注）1　三重県営業本部：県産品等の認知度向上と販売促進等に取り組むために設置した、知事を本部長とする組織。
注）2　 コアな三重県ファン：三重の持つさまざまな魅力や価値（県産品、観光地、ものづくりの技術など）を理解し、自ら利活用している人。また、

魅力等を他の者に薦めたいと思っている人。
注）3　 三重が魅力ある地域であると感じる人：首都圏等における県のアンケート調査において、「『三重県産品の購入意欲』、『三重県への観光・

訪問意欲』、『三重県での居住意欲』、『三重県への立地・操業意欲』がある」ほか、「三重県の『歴史』、『文化』や『まち並み・建造物』などに
他都道府県とは違う『独自性』や『愛着』等を感じる」と回答した人のこと。

政策　Ⅲ－４　世界に開かれた三重
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　県民の皆さん、市町、観光事業者および観光関係団体等との連携により、観
光振興の取組が進み、国内外からの誘客が促進されるとともに、県内地域にお
いて魅力ある観光地が形成され、観光産業が本県の経済をけん引する産業の一
つとして確立され、持続的に発展しています。

　地域の「おもてなし」の向上など、県民の皆さんの主体的な参画も得ながら、観光
事業者および観光関係団体等と連携し、裾野の広い観光産業を地域に密着した産業
として大きく育て、地域経済の発展に取り組みます。

県民の
皆さんと
めざす姿

■  観光産業を取り巻く環境は、人口減少社会の到来による国内観光市場の縮小、経済不況等
による観光需要の減退、東日本大震災に伴う原子力発電所の事故に起因する外国人観光旅
行者の減少、全国各地での観光地間競争の激化など、一段と厳しさを増しています。

■ 観光産業の持続的な発展を図るため、式年遷宮注）1 を本県への誘客のチャンスととらえ、
国内外に向けた本県のＰＲを一層強化するとともに、遷宮後も見据えた取組を進める必要
があります。

■ 本県の持つ優れた観光資源を最大限に生かすとともに、さまざまな主体と連携しながら資
源の発掘および創出に努め、魅力ある観光地を形成していく必要があります。

■  「みえの観光振興に関する条例」および「三重県観光振興基本計画」に基づき、国内外に対
する観光宣伝活動の強化、魅力ある観光地の形成および人材の育成、観光旅行を促進す
るための環境の整備など、観光振興の取組を総合的かつ計画的に推進します。

■ 県民の皆さんや市町等との連携によるキャンペーンの実施、地域企画型旅行商品の高付
加価値化など誘客の仕掛けづくりとともに、地域との交流を進め、観光産業の活性化に
つなげていきます。

■ 外国人観光旅行者の来訪を回復、増加させるため、他府県や広域での連携を図るほか、
本県の特性を生かしたブランドイメージを活用した観光宣伝活動など、選択と集中によ
るターゲットを明確にした効果的な取組を積極的に展開します。

■ 式年遷宮を控え、観光関係者だけではなく、地域全体で「おもてなし」する県民力の養成、
拡大、発揮を支援し、国内外からの来訪者をあたたかく受け入れるとともに、地域と観
光旅行者との交流により満足度の向上を図ります。

■ 観光産業の裾野の広さを生かし、医療観光注）2 やグリーン・ツーリズム注）3、エコツーリ
ズム注）4 など、新たな分野との連携による観光を開拓していきます。

施策 342 観光産業の振興
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観光消費額の伸び率
観光旅行者が県内において支出した
観光消費額（交通費、宿泊費、土産
品費、その他の費用）の平成 23 年
を 100 とした場合の伸び率

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

100 127
県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

　式年遷宮により全国から本県に注目が集まる絶好の機会
を生かした国内外に対する観光宣伝活動の強化、県内での
周遊性・滞在性の向上、観光人材の育成等、観光産業の基
盤強化を進めるなどの取組が展開され、本県の認知度が高
まり来訪者が増加し、観光産業の活性化が図られています。

主担当部局：雇用経済部観光・国際局

平成 27年度末での到達目標

34201
式年遷宮の好機を生かした国内
誘客戦略	
（主担当：雇用経済部観光・国際局観光誘客課）

　式年遷宮の好機を生かし、本県のＰＲに取
り組むほか、さまざまな誘客活動の展開によ
り、国内からの来訪を拡大し、県内での周遊性・
滞在性を高めます。

観 光 レ ク リ エ ー
ション入込客数

3,562 万人
（22 年）

4,000 万人
１年間に観光レクリエー
ション等の目的で県内の
観光地を訪れた人数につ
いて、全国観光統計基準
に基づき集計した推計値

34202
三重県を訪れる海外誘客戦略
	（主担当：雇用経済部観光・国際局国際戦略課）
　本県の特性を生かしたブランドイメージの
明確化と市場に応じた観光宣伝活動の強化に
より、海外からの来訪を拡大します。

県内の外国人延べ
宿泊者数

106,000 人
（22 年）

150,000 人 県内の宿泊施設における
延べ外国人宿泊者数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

政策　Ⅲ－４　世界に開かれた三重

注）1　 式年遷宮：遷宮とは、神社の正殿を造営・修理する際や、正殿を新たに建てた場合に、御神体を遷すこと。式年とは定められた年とい
う意味で、伊勢神宮では 20 年に一度行われる。

注）2　医療観光：居住国とは異なる国や地域を訪ねて医療サービス（診断や治療など）を受けること。
注）3　グリーン・ツーリズム：134 ページをご覧ください。
注）4　エコツーリズム：93 ページをご覧ください。

34203
来訪を促進する観光の基盤づくり	
（主担当：雇用経済部観光・国際局観光政策課）

　地域の「おもてなし」の向上、観光人材の育
成、魅力ある観光地の形成など、観光の基盤
づくりの取組を進めることにより、観光旅行
者の満足度を高めます。

リピート意向率
75.7％

（22 年度）
100％

本県を再び訪れたいと回
答した観光旅行者の割合

（７段階評価の上位２段
階）

おかげ横丁（伊勢市）
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　姉妹・友好提携先に加えて、欧米やアジアなど、今後結びつきを強める必要
のある地域を設定し、産業や観光、文化などのさまざまな分野で横断的に取り
組むことにより、世界から優れた企業、人材の呼び込みや県内企業の海外展開
が進み、地域に新たな活力と価値が創造されています。

　これまでの国際交流で得た資源を経済交流に積極的に活用するとともに、新たな
国際ネットワークづくりなどに取り組み、産業や観光、文化などのさまざまな分野
での連携が相乗効果を生み出すよう横断的な取組を進めます。

県民の
皆さんと
めざす姿

■  グローバル化による地域間競争が激化する中で、本県と今後連携を進めるべき地域につい
て、これまで国際交流・貢献で蓄積した、人的資源、ネットワークを有効に活用していく
必要があります。

■ 日本の産業は、経済のグローバル化が一層進みつつ産業構造の転換が進んでいる中、歴史
的な円高水準が続くなど、国内産業の空洞化への大きな懸念要因が顕在化してきており、
海外からの投資を呼び込む視点から、地域としても戦略の構築が求められています。

■ 国際的な市場がアジアを中心とした新興国に急激にシフトしていく中で、技術においても
新興国の急激な追い上げを受ける一方、日本の中小企業の持つ高い独自技術が改めて見直
されるなど、県内中小企業にとっても海外展開のチャンスを迎えています。

■ 県内中小企業等が海外展開を図っていくためには、チャレンジしやすい環境づくりを進め
ていく必要があります。

■ 観光においては、これまで主に現地の旅行会社やメディア等を対象に説明会や招聘等を行
い誘客を図ってきました。三重県の魅力をさらに効果的にＰＲし、誘客につなげていくた
めには、さまざまな主体と連携・協力した取組が必要です。

■  姉妹・友好提携先との交流について、経済分野も含めた新たな交流の展開を進めるとと
もに、在外県人会や国際交流団体、みえ国際協力大使等の人的資源やネットワークも加
わって情報の受発信を行うなど、産業や観光、文化などの分野で横断的な取組を進めます。

■ 海外からの県内投資につながるよう、国際的なネットワーク力を持つ企業や関係機関等
との連携づくりに取り組みます。

■ 県内中小企業の海外展開に挑戦しやすい環境づくりのため、三重県ゆかりの海外の現地
展開済み企業等によるネットワークを構築するとともに、海外の自治体や研究機関等と
の連携づくりや連携強化に取り組みます。また、公益財団法人国際環境技術移転センター

（ＩＣＥＴＴ）と連携し、そのネットワークを活用した取組を図っていきます。
■ 中国河南省をはじめとする今後誘客が期待できる市場に対し、現地の自治体等と連携し

三重県の魅力をＰＲし、誘客を行います。

施策 343 国際戦略の推進
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海外自治体等との連
携により新たに創出
された事業数（累計）

海外の自治体や在日大使館等との連
携から、新たに生まれた、産業や観
光、文化関連の事業数

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

－ 20件
県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

　国際社会のグローバル化に対応するため、姉妹・友好提携先や各国の在日大使館等との連携
を強化するとともに、新たな国際ネットワークを構築し、海外に向けて県の持つ高い技術や観
光資源等の魅力を発信することにより、海外自治体等との連携が進み、文化、経済的交流が活
性化しています。

主担当部局：雇用経済部観光・国際局

平成 27年度末での到達目標

34301
国際交流・貢献活動のネットワー
ク化の推進	
（主担当：雇用経済部観光・国際局国際戦略課）

　姉妹・友好提携先や在日大使館等とのネッ
トワークを強化するとともに、みえ国際協力
大使等の人的資源を活用した海外への情報受
発信を図ります。

みえ国際協力大使
数（累計）

112 人
（22 年度）

200 人
青年海外協力隊等に参加
する三重県出身者を、み
え国際協力大使として委
嘱した人数

34302
企業活動を支える国際的なネッ
トワークづくりの推進
	 （主担当：雇用経済部ものづくり推進課）
　ネットワーク力を持つ企業・機関・自治体
等のグローバルなネットワークづくりを進め、
企業誘致や中小企業の海外展開につなげます。

新たに連携構築を
行 っ た 国 際 的 な
ネットワークの数

（累計）

－ ６件
企業の海外展開や誘致に
つながる連携を新たに構
築した国際的なネット
ワークの数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

政策　Ⅲ－４　世界に開かれた三重

34303
海外自治体等と連携した誘客戦
略の展開	
（主担当：雇用経済部観光・国際局国際戦略課）

　海外の自治体等と連携し、三重県の知名度
を向上させ、三重県への誘客につなげるため、
現地で商談会や観光展を開催します。

観光における海外
自治体等との連携
事業数（累計）

－ 10 件
海外の自治体等と連携し、
観光客誘致に取り組んだ
事業数
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　中部圏と近畿圏を結ぶ高速道路ネットワークが形成されるなど、県民の皆さ
んの生活や地域の経済活動を支える道路網や港湾の整備が進み、人と人、地域
と地域が力強く結ばれ、県内外、海外との交流・連携を広げています。

　県管理道路の整備について、バイパスや二車線整備などの抜本的な改良だけでな
く、地域の実情に即し、早期に事業効果の発現できる局部的な改良など、柔軟な対
応を織り交ぜながら、地域との連携のもと効果的・効率的な整備を推進します。

県民の
皆さんと
めざす姿

■  三重県の道路整備は道半ばにあり、北・中部地域では東名阪自動車道などで交通渋滞が発
生し、南部地域では集中豪雨等により交通が遮断するなど、県民生活に大きな支障を来し
ており、これらを解消するために、県内道路の早期の整備が求められています。

■ 大規模地震や集中豪雨等による地域の孤立を防ぐとともに、東日本大震災を受け、ひとた
び被害が発生した場合の救助・救援活動や生活の復興支援の基盤となる「命の道」として、
緊急輸送道路（道路改築、橋梁耐震化）の整備等を迅速かつ重点的に進めることが求められ
ています。

■ 今後、施設の高齢化や整備に伴い増加する道路・港湾施設にかかる維持管理コストの増大
が予想される中、利用者の安全性、利便性を確保するため、老朽化した施設の改良、更新
や道路舗装等の計画的な維持管理、施設の耐震性の向上が求められています。

■ 四日市港は、名古屋港と連携しながら背後圏産業を物流面から支え、コンテナのみならず、
バルク貨物注）1 を含めた総合港湾としての役割を果たしていくことが求められています。

■  式年遷宮を契機とした県内外との交流連携を促進するとともに、防災 ･ 医療 ･ 産業 ･ 観
光面等の広域的な交流や効率的な物流による県内外との連携を深めるため、新名神高速
道路、東海環状自動車道、紀勢自動車道、熊野尾鷲道路等の高規格幹線道路、北勢バイ
パス、中勢バイパス等の直轄国道および県管理道路と一体となった道路ネットワークの
形成を推進します。

■ 大規模地震等において、地域の孤立を防ぎ、円滑な救助・救援および復興活動ができる
よう緊急輸送道路ネットワークの形成を推進するとともに、国道１号伊勢大橋等の老朽
橋架替や耐震補強対策を進めます。また、港湾の既存施設の耐震強化など防災機能の向
上に向けた取組を推進します。

■ 交通事故対策や交通弱者への対応など、利用者が安全・安心に利用できるよう施設機能
の向上を図るとともに、維持管理計画に基づいた点検・調査により、予防保全的な道路・
港湾施設の修繕、更新等を実施し、維持管理コストの縮減や平準化を図りながら施設を
良好な状態に保ちます。また、地域住民の参画と協働による道路の清掃や除草等の維持
管理の取組を推進します。

■ 四日市港については、背後圏産業の国際競争力維持・強化を物流面から支えるため、港
湾施設や臨港道路霞４号幹線の整備を促進します。

施策 351 道路網・港湾整備の推進

現
状
と
課
題

第
１
編

第
３
節　
「
拓ひ

ら
く
」 

～
強
み
を
生
か
し
た
経
済
の
躍
動
を
実
感
で
き
る
た
め
に
～

第
２
章

182

変
革
の
視
点

取組
方向



県民生活の利便性の
向上や地域の経済活
動等を支援する道路
の新規供用延長

県内の高規格幹線道路や直轄国道、
県管理道路の新規に供用した延長

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

－ 94.9km
県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

　道半ばにある道路網・港湾の現状に対し、県内外との交流・連携に資する道路整備や、大規
模地震発生への備えや柔軟な対応など、地域の新たな課題や県民の皆さんの多様なニーズに的
確に対応する道路・港湾の整備が進み、道路・港湾が担うべき機能を強化・充実することにより、
利用者の安全性と利便性が向上しています。

主担当部局：県土整備部

平成 27年度末での到達目標

35101
道路ネットワークの形成	

（主担当：県土整備部道路企画課）
　県民生活や地域の経済活動等を支え、防災
機能を備えた安全な交通を確保するため、高
規格幹線道路、直轄国道および県管理道路と
一体となった道路網の整備、緊急輸送道路ネッ
トワークの形成を推進します。

県内の幹線道路の
新規供用延長 － 59.9km

県内の高規格幹線道路や
直轄国道の新規に供用し
た延長

35102
適切な道路の維持管理
	 （主担当：県土整備部道路管理課）
　道路が、快適・安全安心に利用できるよう、
施設の機能を適切に維持管理し、路面の舗装
等、予防保全的な修繕、更新等を進めます。

舗装の維持管理指数
5.2

（22 年度）
5.0 以上

主要県管理道路において、
舗装面調査により得られ
た、ひび割れ率、わだち
掘れ量、平坦性から算出
する管理指標の平均値（10
点満点で評価され、5.0 以
上が、安全性・快適性が
確保される望ましい値）

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

政策　Ⅲ－５　安心と活力を生み出す基盤

35103
四日市港の機能充実	

（主担当：雇用経済部三重県営業本部担当課）
　四日市港において、背後圏産業の国際競争
力維持・強化を物流面から支えるための港湾
施設や臨港道路の整備および住民の安全・安
心に向けた取組を促進します。

四日市港における
外貿コンテナ貨物
の取扱量

17 万 TEU
注）2

26 万 TEU
四日市港において１年間

（１月から 12 月）に取り
扱った外貿コンテナ貨物
の量

35104
県管理港湾の機能充実	

（主担当：県土整備部港湾・海岸課）
　県管理港湾が、効率的・安全に利用できる
よう、施設の改良、予防保全的な港湾施設の
修繕、更新等を進めます。

県管理港湾の入港
船舶総トン数

1,503 万トン
（22 年度）

1,503 万トン
（26 年度）

県管理港湾に入港する船舶
（５トン以上）の総トン数

注）1　バルク貨物：穀物、鉱石、油類、木材などのように、梱包されていない貨物。撒積（ばらづみ）貨物ともいわれる。
注）2　TEU（Twenty feet Equivalent Unit）：コンテナ船の積載能力を示す単位で、１TEU は 20 フィートコンテナ１個分を示す。
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　バスや鉄道などの生活交通について、県民の皆さんと共に、路線の維持・確
保に取り組み、利便性の向上等を図ることにより、県民の皆さんが円滑に移動
できています。また、空路やリニア中央新幹線などによる広域的な高速交通網
の整備が進んでいます。

　地域の公共交通とりわけバスについて、国、県、市町や事業者等だけではなく、
県民の皆さんの参画のもと、それぞれの果たすべき役割を明確にし、維持・確保に
取り組んでいきます。

県民の
皆さんと
めざす姿

■ 地域の公共交通は通勤や通学、通院、買い物といった日常生活に不可欠なものであり、暮
らしの基礎となっています。しかしながら、近年のモータリゼーションの進展等により利
用者が大きく減少するなど、公共交通を取り巻く環境は厳しくなっており、自ら移動手段
を持たない高齢者の方などの移動が制限されるなど、交通不便地が拡大しつつあります。

■ 危機に瀕したバスや鉄道などの確保・維持・改善のため、国の動きにも的確に対応し、地
域の公共交通を確保していく必要があります。

■ 県内外と交流・連携し地域づくりや産業振興等を進めていくためには、県民の皆さんが広
域的に移動できる基盤が重要です。このため、地域間を高速で結ぶ交通網を整備促進し、
さらに充実させていく必要があります。

■  県内のバスや鉄道など地域における公共交通について、国の動向に的確に対応しながら、
利便性や安全性の向上を図り、確保していきます。なお、バスについては、県民の皆さ
んをはじめ市町や事業者などが参画する協議会において支援を検討し、適切に役割分担
を行い、取り組んでいきます。

■ 関西本線や紀勢本線など広域的な鉄道路線の利便性の向上のため、関係府県や市町、地
元団体等と連携し、鉄道事業者等に働きかけるとともに、利用促進を図っていきます。

■ 県民の皆さんが高速で広域に移動できるよう、関係府県や市町、経済団体と連携し、中
部国際空港および関西国際空港の利用促進や国際拠点空港としての機能充実、中部国際
空港への海上アクセスの利用促進、リニア中央新幹線の早期全線整備や県内駅設置、鳥
羽伊良湖航路の維持等に向けた取組を進めます。

施策 352 公共交通網の整備
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県内の公共交通機
関の利便性に関す
る満足度

e- モニターを活用した「公共交通等
の利用について」の調査で、県内の
公共交通機関の利便性について、「満
足している」「やや満足している」と
感じている県民の割合

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

40.0％ 44.0％

県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

　県民の皆さんの円滑な移動のため、国や市町、事業
者など関係機関との適切な役割分担のもと、県内のバ
スや鉄道などの地域における公共交通が確保されてい
るとともに、中部国際空港および関西国際空港の機能
充実やリニア中央新幹線の開通に向けた整備や取組が
進んでいます。

主担当部局：地域連携部

平成 27年度末での到達目標

35201
生活交通の確保	

（主担当：地域連携部交通政策課）
　安全で利便性の高い、バスや鉄道などの地
域における公共交通を確保し、県民の皆さん
が円滑に移動できるよう、交通事業者等への
支援を行います。

地域間幹線系統注）1

数 37 系統 43 系統

国の「地域公共交通確保
維持改善事業」の地域間
幹線系統として認定され、
国と協調して県の協議会
が支援したバスの系統数

35202
広域・高速交通ネットワークの
形成
	 （主担当：地域連携部交通政策課）
　空路などによる広域の高速交通網がさらに充
実するよう関係機関に働きかけるとともに、利
用者の増加に向け利用促進策に取り組みます。

中部国際空港およ
び関西国際空港の
就航便数

1,691 便 1,784 便
中部国際空港および関西
国際空港の国内線および
国際線の週あたりの就航

（旅客）便数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

注）1　 地域間幹線系統：国の「地域公共交通確保維持改善事業」に基づく都道府県の協議会で認定された複数市町村（平成 13（2001）年３月 31
日当時の市町村）をまたぐ幹線バスの系統。

政策　Ⅲ－５　安心と活力を生み出す基盤

超電導リニア
Central Japan Railway Company,All Rights reservedC
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　人口減少・超高齢社会に対応した集約型都市構造（コンパクトなまちづくり）
の構築が進むとともに、都市基盤の整備やゆとりある住まいづくりが行われる
など、県民の皆さんと共に、住まいやまちづくりのことを考え、地域の個性を
生かした魅力あるまちで、誰もが自由に活動し、快適に暮らしています。

　これまで進めてきた快適なまちづくりに加えて、人口減少・超高齢社会に対応し
たコンパクトなまちづくりに向けた取組を進めます。また、東日本大震災による教
訓をふまえ、地域の実情に即した災害に強い都市環境・まちづくりに向けた取組を
支援します。

県民の
皆さんと
めざす姿

■ 人口減少・超高齢社会の中、持続可能性の高い都市構造の実現が求められています。また、
安全で快適な都市生活、災害に強い都市構造をめざし、引き続き街路事業等による都市基
盤の整備が求められています。

■ ユニバーサルデザインのまちづくりを推進するため、ユニバーサルデザインに対する事業
者・設計者等の理解、協力を得ながら商業施設や公共施設などを整備することが求められ
ています。

■ 安全安心で豊かな住生活を支える居住環境の構築やそれが享受できる環境の整備、住宅の
確保に特に配慮を要する高齢者等への支援が求められています。

■ 建築基準法や都市計画法に基づく許認可や違反対策の徹底により、快適な住環境、安全安
心な建築物の確保を図ることが求められています。

■ 個性豊かで魅力ある景観まちづくりを推進するため、地域住民と行政の協働による修景整
備や、良好な景観の形成に向けて、市町の景観づくりへの積極的な取組、景観づくりの全
県的な展開などが求められています。

■  集約型都市構造の形成に向け、市町や関係機関と十分調整を行いながら、都市計画区域
の見直し等の取組を行います。また、都市交通の円滑化、都市防災、都市環境の保全等
の機能を高めるため、鉄道と道路との立体交差化を行う事業に重点的に取り組むほか、
街路の整備や電線類の地中化を進めます。

■ 市町や関係機関等との連携・協力のもと、ユニバーサルデザインに配慮された施設整備
を推進するなど、安全で自由に移動できる誰もが暮らしやすいまちづくりに取り組みます。

■ 高齢者への配慮や将来世代にわたって住み続けることができる良質な住宅・居住環境の
構築を推進するとともに、適切な情報提供により住宅市場の環境整備に努めます。また、
既存県営住宅の機能改善や長寿命化を図り適切な維持管理を行うとともに、住宅の確保
に特に配慮を要する高齢者等への支援として、民間賃貸住宅へ円滑に入居できるよう努
めます。

■ 新築建築物等の完了検査の徹底など建築基準法の遵守を促し、適法な建築物の確保に努
めるとともに、特殊建築物の定期報告における適正な維持保全への指導・助言を行うこ
とにより、既存建築物の安全性確保に努めます。

■ 県民の皆さんの創意工夫やニーズを反映した協働による景観まちづくりの取組を進めま
す。また、良好な景観づくりを進めるため、三重県景観計画に基づき、建築物の規制誘
導や地域が主体となる景観づくりに向けた支援などを行うとともに、屋外広告物の適正
な設置を市町と連携して進めます。

施策 353 快適な住まいまちづくり
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コンパクトなまちづ
くりが進められてい
る都市計画区域の数

集約型都市構造（コンパクトなまち
づくり）の形成につながる土地利用
を促進する取組（都市計画制度によ
る土地利用の規制や誘導等）が行わ
れている都市計画区域の数

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

－ ９区域

県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

　これまで進めてきた安全・快適な都市環境を形成するための基盤整備、地域の個性を生かし
た景観形成やユニバーサルデザインに配慮した施設整備、安全安心で豊かな住環境の整備の取
組に加え、都市計画区域の見直しなど集約型都市構造の形成につながる土地利用促進の取組が
進むことにより、誰もが魅力を感じ、快適な住まいまちづくりが進んでいます。

主担当部局：県土整備部

平成 27年度末での到達目標

35301
快適なまちづくりの推進	

（主担当：県土整備部都市政策課）
　安全で緑豊かな都市で、円滑に経済活動等
を行い、安全・快適に暮らしていることをめ
ざし、都市計画道路などの都市基盤の計画的
な整備を図ります。

鉄道と道路との立
体交差化を行う事
業の進捗率

56.1％
（22 年度）

100％ 鉄道と道路との立体交差
化（高架化、アンダーパ
ス）を行う事業の進捗率

35302
ユニバーサルデザインのまちづ
くりの推進
	 （主担当：健康福祉部健康福祉総務課）
　誰もが安全・快適に利用できる商業施設や
公共施設となるよう、駅舎のバリアフリー化
など、ユニバーサルデザインに配慮された施
設整備を推進します。

商業施設等でバリ
アフリー化された
施設数（累計）

2,002 施設
（22 年度）

2,845 施設

「高齢者、障害者等の移
動等の円滑化の促進に関
する法律」に基づく認定
施設数および「三重県ユ
ニバーサルデザインのま
ちづくり推進条例」に基
づく適合証交付施設数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

政策　Ⅲ－５　安心と活力を生み出す基盤

35303
快適な住まいづくりの推進	

（主担当：県土整備部住宅課）
　安全で安心して住み続けることができる住
環境で、快適さを実感し暮らしていることを
めざし、良質な住まいの確保や住宅市場の整
備を進めます。

新築住宅における
認定長期優良住宅
の割合

24.9％
（22 年度）

28.0％
住宅着工統計における新
築住宅着工件数に占める

「長期優良住宅の普及の
促進に関する法律」に基
づく認定件数の割合
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県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

施策 353

35304
適法な建築物の確保	

（主担当：県土整備部建築開発課）
　建築物が、常に安全な状態になっているこ
とをめざし、適法な建築物の確保に取り組み
ます。

特殊建築物等の維
持保全適合率

52.3％
（22 年度）

59.5％
定期報告が必要な特殊建
築物数に対する維持保全
が適正に行われている建
築物数の割合

35305
参画と協働による景観まちづく
りの推進
	 （主担当：県土整備部景観まちづくり課）
　地域の個性を生かした景観まちづくりを進
めるため、住民との協働による修景整備や景
観に配慮した建築物への誘導、景観行政団体
に向けた市町支援、県民への普及啓発、違反
屋外広告物の是正に取り組みます。　

市町、県が制定し
た景観に関する条
例等の件数（累計）

29 件
（22 年度）

34 件
景観まちづくりを実践し
ていくための指針となる
景観条例や景観計画等の
件数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明
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若手職員が提案する「県南部地域の活性化策」
　人口減少、高齢化、過疎化が進
む県南部地域について、地域の状
況を把握し、活性化の方策等を検
討するため、県と市町職員の合同
ワーキング・グループを設置し、

「県南部地域の活性化策」を検討し
ました。

　先進的な取組を進める他県の調
査や、県南部地域の活性化に取り
組んでいる住民の皆さんとお話す
る機会を持ちながら議論を重ねた
結果、南部地域の活性化には「集
落維持に県と市町、大学などが協
働して取り組むとともに、取組を支援する中間支援組織の構築が必要である」と提案しました。

シリーズ・コラム 10

最後に

WGの提案　～仕組みのめざす姿～

県 市町

国
行政

集落A
(農村 )

集落 B
(漁村 )

集落 C
(山村 )

中間支援機能
県 市町 大学

・大学の地域貢献
・ノウハウの蓄積
・市町内他地域への波及 (市町が担う )
・県と市町の役割分担 (広域的・専門的視点 )

地域住民

自立・持続可能に

モデル集落
集落間の連携・交流

一定の地域でお金が
まわるしくみ

国・県・市町の施策を
有効に活用できるしくみ

全１0回にわたり、「みえ県民力ビジョン」策定にあたって実施した様々な取組
をご紹介させていただきました。皆さんと共に創りあげた「みえ県民力ビジョ
ン」を全力で推進してまいります。

最終回

成功モデルの
展開



　水や土地は、限られた貴重な資源であり、県民の皆さんの生活や経済活動に
とって不可欠な基盤です。安全で安心な水資源がいつでも安定して使用できる
基盤整備が進むとともに、市町、関係機関等と連携した供給体制が確保され、
水が大切に使用される社会が構築されています。
　また、計画的かつ適正な土地利用が図られ、自然環境と調和のとれた豊かな
県土が次世代に引き継がれています。

　県民の皆さんの生活と経済活動を守るため、災害に強い基盤の整備を図るととも
に、近年、頻発傾向の渇水に対し、市町や関係機関と連携して総合的な調整を図り
ます。また、東日本大震災・紀伊半島大水害による被災地の迅速な復旧に地籍調査
の重要性が再認識されたことから、事業を一層進めるため、県庁部局横断的な取組や、
国や市町等との連携を進めます。

県民の
皆さんと
めざす姿

■  近年の異常気象の頻発や降水量の減少などに伴い、水源の供給能力への影響が懸念されて
おり、安定的な水資源を確保するとともに、広域的、多面的な視点での水の有効利用に取
り組む必要があります。

■ 東日本大震災や紀伊半島大水害を経て、ライフラインの確保はもとより、行政区域を越え
た広域連携の重要性が明らかになったため、地震・風水害等に対する防災力の強化や被災
地での応急給水など、広域的、専門的な観点から市町の取組への支援が求められています。

■ 飲料水については、「安全・安心・安定」供給が求められており、水道未普及地区の解消や
水道事業の経営安定化への取組が必要です。

■ 県が供給する水道用水、工業用水の施設については、更新時期を迎えるなど事業の経営環
境は厳しさを増す中、老朽劣化対策や耐震化に取り組み、安定供給に資する基盤の強化が
必要です。

■ これまでも市町等と連携し、地籍調査を推進してきたところですが、三重県は全国平均と
比較し、進捗の大きな遅れが指摘されています。

■ 大規模災害から迅速に復旧・復興を図るために、土地の境界が復元可能となる地籍の整備
が重要な課題となっています。

■  川上ダムおよび木曽川水系連絡導水路については、関係機関と連携を図りながら早期完
成に向けて国等へ働きかけます。

■ 未利用水源については、有効利用に向け関係機関と連携して取り組んでいきます。また、
工業用水については、産業政策と連携した施設整備に取り組みます。

■ 災害発生時における近隣府県市との応急給水などの応援体制の連携を進めるとともに、
県内においては、広域的、専門的な観点から総合的な調整を図ることで市町の取組を支
援します。

■ 県民の皆さんが満足できる飲料水を安定的に供給するために、水道事業の広域化および
簡易水道事業の統合を促進します。

■ 県が供給する水道用水、工業用水の安定供給に向け、老朽劣化対策および耐震化を進めま
す。また、技術力向上に向けた人材育成に取り組み、安定供給のための基盤を確保します。

■ 長期的展望に立った総合的かつ計画的な土地利用を図るため、「三重県国土利用計画（第
四次）」等の土地利用関連諸施策が適正に進められるよう管理・運営、調整を行います。
また、国土利用計画法に基づく土地取引の監視、届出・勧告制度などの適切な運用を図
ります。

■ 地籍調査の進捗率向上のため、県庁内関係部局で構成する「三重県地籍調査推進会議」に
よる横断的な取組を進めます。また、実施市町等数の増加を図るとともに、地籍調査の
先行調査となる都市部・山林部における国直轄調査の活用や、実施主体が地籍調査着手
前に行う計画・調査業務に対し、支援を行います。

施策 354 水資源の確保と土地の
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地籍調査の実施面
積（累計）

国有林および公有水面を除いた県土
を対象として、市町等が地籍調査し
た面積

目標項目の説明目標項目 目標値現状値
県民指標

438km2
（22年度）

534km2

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

計画的な利用

　近年の気候変動により安定的な水供給への影響が懸念されていることから、これまでの水の
安定供給への取組に加え、地元自治体などと連携して必要な水資源開発を進める一方で、渇水
や地震の非常時に影響を最小限に抑える基盤整備や、県・市町・県民の皆さんそれぞれが主体
となった水資源の有効利用に向けた取組が進んでいます。
　また、土地の基礎情報を把握する地籍調査を着実に進めることによって、個々の土地情報が
整備され、県土全般の計画的な土地利用が進んでいます。

主担当部局：地域連携部

平成 27年度末での到達目標

35401
水資源の確保と有効利用	

（主担当：地域連携部水資源・地域プロジェクト課）
　必要な水資源を確保するとともに、確保し
た水資源を有効に利用するため、関係機関と
連携した取組を進めます。

飲料水の供給に対
する満足度 86.2％ 90.0％

e- モニターを活用した調
査で、日常生活に欠かせ
ない飲料水が安心して飲
め、安定的に供給されて
いることに対して、「満足」

「どちらかと言えば満足」
と回答した県民の割合

35402
水の安全・安定供給
	 （主担当：企業庁水道事業課）
　県が供給する水道用水、工業用水の施設に
ついて、老朽劣化対策や耐震化を進めること
で、安全・安定供給を確保します。また、近
隣府県市および県内市町との災害発生時にお
ける応援体制の連携を進めます。

浄水場等における主
要施設の耐震化率

90.2％
（22 年度）

97.9％ 企業庁が管理する浄水場
等のうち計画的に耐震化
された主要施設の割合

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

政策　Ⅲ－５　安心と活力を生み出す基盤

35403
土地の基礎調査の推進	

（主担当：地域連携部水資源・地域プロジェクト課）
　土地の基礎情報を把握する地籍調査を着実
に進め、整備された土地情報をもとに、県土
全般の計画的な利用の促進を図ります。

地籍調査の実施市
町数

21 市町
（22 年度）

29 市町 土地の基礎情報である地
籍調査の実施市町数
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